
令和７年度第１回庁議付議事項 令和７年４月１５日（火）午前９時３０分

【報告事項】

1． 令和7年度部の運営方針の一部修正について 企画総務部
（企画政策課）

P. 2

2． 令和7年国勢調査実施に伴う、実施本部設置について 企画総務部
（行政管理課）

P. 28

3． 我孫子市税条例の一部を改正する条例の制定について
（専決処分の報告）

財政部
（課税課）

P. 37

4． 我孫子市都市計画税条例の一部を改正する条例の制
定について（専決処分の報告）

財政部
（課税課）

P. 49

5． 庁用自動車管理規則の一部改正について 財政部
（資産管理課）

P. 53

6． 我孫子市第７次健康福祉総合計画の策定について 健康福祉部
（社会福祉課）

7． 第3次心も身体も健康プランの策定について 健康福祉部
（健康づくり支援課）

8． 我孫子市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
の制定について（専決処分の報告）

健康福祉部
（国保年金課）

P. 55

9． 第五次我孫子市こども総合計画策定について 子ども部
（子ども支援課）

10． 我孫子市子育て世帯訪問支援事業実施要綱の制定に
ついて

子ども部
（子ども相談課）

P. 58

11． 令和7年度の放射能対策について 環境経済部
（生活衛生課）

P. 70

12． 我孫子市木造住宅耐震改修等助成金交付等実施要綱
の一部改正について

都市部
（建築住宅課）

P. 75
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様式第１号 令和７年度 部の運営方針管理書 

部 局 名 企画総務部 

部 局 長 名 高見澤 隆 

部の運営方針 ・第四次総合計画第２期実施計画に位置づけた事業を適切に進行管理するとともに、計画策定当初に想定されていなかった事案についても、

市民サービスへの影響等を勘案しながら都度適切に対応し、総合的かつ効果的な行政経営を行います。さらに、第２期「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」に位置づける施策や事業を着実に進め人口減少対策に取り組みます。 

・歳入の確保策としてふるさと納税寄附金をより多く募るため、ポータルサイトを効果的に活用するとともに、広報及びシティプロモーショ

ンと連動させ情報の発信を強化します。あわせて、寄附受入額の増加に繋がるよう市内事業者と共に魅力ある返礼品の企画・発掘を進めま

す。 

・行政評価制度を活用し、事業の適切な進行管理を行うとともに、行政改革の取り組みとも連動しながら事業の改善に引き続き努めます。 

・湖北台地区公共施設の第２期整備について、令和８年度以降の跡地の活用などに向けた検討を進めます。 

・新たな文化交流拠点施設については、関係課と情報共有しながら、施設のあり方について引き続き検討していきます。 

・成田線の増発や常磐線特別快速列車の我孫子駅への停車など、鉄道の利便性の向上に取り組みます。また、成田線の活性化に向けた取り組

みについては、沿線自治体６市町とＪＲ東日本と連携しながら進めていきます。 

・市民サービスの向上や効率的・効果的な行財政運営を図るため、近隣市町等と連携しながら、公共施設の相互利用など広域行政を一層推進

します。また、手賀沼・手賀川を活かして交流人口の拡大を図る取り組みを、引き続き進めていきます。 

・連携協定を結んでいる大学や企業と連携し、相互連携の取り組みを充実していきます。 

・平和事業を市民の協力と参加のもとに戦後８０周年の節目の年として平和事業を拡大実施し、平和の大切さについて市民とともに考えます。 

・国際交流・多文化共生を推進するため、引き続き、国際交流協会（ＡＩＲＡ）と連携し、市民と在住外国人が互いに理解・交流を深める機会

を提供するとともに、在住外国人が安心して生活できるよう支援していきます。 

・行政施策の情報を広報あびこやホームページだけでなく、新聞、テレビ、ラジオ、ＳＮＳ、アプリ等のさまざまな媒体を積極的に活用し、迅

速かつ的確に提供していきます。 

・市民ニーズを市政への手紙やメール、ｅモニター、市政ふれあい懇談会などを通じて把握し、関係部局等との調整を図りながら市政に反映

していきます。 

・若い世代の移住・定住化の促進や交流人口の増加を図るため、あびこの魅力を広く市内外に効果的に発信します。 

・令和７年７月１日に迎える市制施行５５周年を多くの市民とともに祝うため、記念式典で市政功労者表彰を行うほか、様々な記念事業を実



 

 

  

施します。 

・情報公開制度に対応する文書管理として、ファイリングシステムにおける維持管理を徹底し、行政情報資料室等において市政に関する情報

を適切に公開します。 

・多様な採用方法や募集方法を検討し、優れた人材の確保に努めるとともに、職員研修の実施、人事評価や多面評価の活用、職員派遣や人事交

流を進めることにより、人材育成を図ります。さらに社会情勢や行政課題に的確に対応できるよう、継続して組織体制を見直し、柔軟で機

能的な組織としていきます。 

・働き方改革を推進し、柔軟な働き方に対応する多様な勤務体制を検討するとともに、在宅勤務などテレワークの継続・活用を図ります。 

・事務処理誤りの発生を防止するため、作成した対応策（リスク評価及びリスク対応策）を継続するとともに、対応策に対する評価を行い、職

員一人ひとりのリスクマネジメントの取り組みを推進していきます。 

・行政や市民、ＮＰＯ、企業などの多様な主体が、市民ニーズに適合した質の高いサービスを提供していけるよう、多様な手法を検討・活用

し、事業の民営化や委託化を進めます。 

・事業の必要性や実施主体のあり方などについて、市民の視点を取り入れ、根本から事務事業の見直しを行うとともに、市民サービスの利便

性向上や業務効率化に取り組みます。 

・行政手続きのオンライン化やキャッシュレス化を推進するとともに、行政事務の効率化をこれまで以上に図るため、生成ＡＩの活用促進に

努めます。また、マイナンバーカードの活用拡大に取り組みます。 

・住民記録や税業務等の基幹システムを、ガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへ今年度末までに移行します。 

・ＤＸを推進するため、全庁的なＤＸに対する基礎的な共通理解の形成、実践意識の醸成を図り、人材育成に努めます。 

 



様式第１号 令和７年度 部の運営方針管理書 

 

部 局 名 財政部 

部 局 長 名 中光 啓子 

部の運営方針 ・厳しい財政状況が続く中、持続可能な財政運営を図るため、中期財政計画を指針として、限られた財源を効率的・効果的に活用しながら、計

画的な予算の編成と執行を進めます。 

・予算編成では、経常的予算において多額の収支不足が見込まれるため、歳入に見合った歳出が基本であるとの認識のもと、持続可能な財政

運営に向けて一層の財源確保と、経常的経費の抜本的な見直しに取り組みます。 

・予算編成状況や決算状況、財務書類、財政白書、健全化判断比率等の公表など、市の財政状況を広報やホームページなどを通じて市民にわか

りやすくお知らせします。 

・市の歳入の根幹をなす市税の確保に向け、税目ごとに的確な賦課・徴収を行い、自主財源の確保に努めます。市税の徴収では、滞納整理等の

強化に向けた取り組みを進めます。また、個人市民税の特別徴収の推進に引き続き取り組むとともに、納付方法の拡充やその周知を図り徴

収率の向上に努めます。市税以外の収入では、ふるさと納税寄附金をより多く募るため、複数のポータルサイトの利用やコンサルティング

を活用するとともに、寄附受入額の増加に繋がるよう魅力ある返礼品の企画・発掘を進めます。また、市民による他自治体へのふるさと納

税額の増加に伴い、市税の減収額が拡大していることから、広報やホームページを通じて、減収の状況について広くお知らせしていきます。 

・財政調整基金の活用について長期的な視点も含めて検討し、持続可能な財政運営を目指します。 

・各種税証明書の発行手数料等のキャッシュレス決済への対応について、引き続き周知していきます。 

・ファシリティマネジメントを推進するため、公共施設等総合管理計画及び各所管部局において策定した個別施設計画を踏まえ、その基本方

針に沿って施設の適正な管理を推進します。 

・固定資産台帳の更新等により公有財産情報を管理し、公有財産の有効活用と適正な管理を推進します。 

・契約制度を適切に運用し、さらに契約の適正化を図ります。 

 



様式第１号 令和７年度 部の運営方針管理書 

部 局 名 市民生活部 

部 局 長 名 海老原 郁夫 

部の運営方針 〇激甚化する自然災害や新たな感染症など、市民の生命、身体及び財産に危険が及ぶ非常事態に迅速に対応できるよう、国・県・関係機関から

の情報収集及び適切な情報伝達に努めるとともに、防災体制の整備と危機管理体制の強化に取り組みます。 

・防災訓練の実施や防災リーダーなどの人材育成を推進し、防災・減災情報の積極的な提供を行うことにより、市民の防災意識の向上を図り、

自主防災組織の設置を自治会に働きかけます。また、防災力の向上を図るため、地域防災計画に基づく防災関連設備及び非常用備蓄品の計

画的な整備に取り組みます。 

・安全な避難行動に向けた周知活動に取り組むとともに、自治会・自主防災組織を中心に自助・共助の体制強化と地域防災力の向上を図りま

す。 

・災害時における要配慮者に対する支援方策を整備していくとともに、支援体制の強化を図ります。 

〇市民の防犯意識や地域防犯力の向上を図りながら、警察署等と連携し、誰もが安全で安心して暮らすことのできる犯罪の起こりにくい環境

づくりに努めます。また、地域での防犯パトロール等自主的な防犯活動への支援を行います。 

〇「空家等対策計画」に基づき、適切な管理が行われていない空家等の対策に取り組みます。 

〇地域コミュニティ活性化の推進 

・地域活動の拠点となるコミュニティ施設の活用の充実を図るとともに、地域の様々な主体が連携する地域会議を通してコミュニティ活性化

を推進します。 

・地域住民の相互の交流・親睦が図れるように、自治会やまちづくり協議会の取り組みを支援します。 

〇市民公益活動の推進 

・「市民公益活動支援指針」に基づく推進施策に取り組み、市民が主体的に取り組む市民公益活動を支援します。 

・市民活動推進基金を通して、市民活動の活性化と市民活動のための寄付文化の醸成に取り組みます。 

〇男女共同参画の推進 

・第３次男女共同参画プランに基づき、男女共同参画社会の実現に向けての取り組みを進めます。 

〇総合窓口では「歩かせない・待たせない・迷わせない」を目標に、来庁者へのサービス向上と個人情報保護の徹底を図り、戸籍簿及び住民基

本台帳等を適正に維持管理します。 

〇民間の接客スキルを活用し、質の高い窓口サービスを推進するため、我孫子行政サービスセンター窓口業務委託を開始します。 



 

  

委託化による、サービスの品質、市民満足度の向上等の成果を検証し、本庁市民課と国保窓口の一体化委託等も検討していきます。 

〇マイナンバーカードの普及促進のため、カードの利活用を周知し、休日開庁や出張申請サービス等を継続していきます。また、マイナンバ

ーカードの電子証明書の有効期限を迎える市民が増えることから、更新手続きやマイナンバーと保険証の紐づけを行える端末を我孫子、天

王台、湖北台、新木行政サービスセンターに設置し、市民サービスの向上に努めていきます。 

 



様式第１号 令和７年度 部の運営方針管理書 

部 局 名 健康福祉部 

部 局 長 名 飯田 秀勝 

部の運営方針 〇第四次総合計画の基本目標を推進するため「第７次健康福祉総合計画（令和７年度から令和１１年度）」及び各部門の計画に基づき、施策や

事業に取り組むとともに、すべての市民を対象に重層的な支援体制による包括的な支援を実施し、複合化した課題の解決を目指します。 

〇地域福祉施策は、共に支え合い共に生きるまちづくりを社会福祉協議会等との連携により推進し、「地域共生社会」の実現を目指します。 

また、成年後見制度の利用促進のため権利擁護体制の整備や自殺対策、孤立死対策などに取り組みます。 

〇生活困窮者施策は、生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者への相談支援を実施するとともに、就労支援事業を強化し自立に向けた支

援に取り組みます。 

〇障害者施策は、障害者が住み慣れた地域で自分らしく安心して生活ができるように、「第４期障害者プラン（障害者計画・障害福祉計画）」

に基づく事業を推進します。特に、障害者就労支援の関係機関と連携し、訓練の充実と雇用の促進を図ります。また、ＮＰＯ法人や社会福祉

法人等の関係機関と連携し、地域生活支援拠点等事業や相談支援体制、障害福祉サービス等の充実を図り、障害者の包括的な支援に取り組

みます。 

〇健康・医療施策は、健康寿命の延伸を目指し、「第３次心も身体も健康プラン（令和７年度から令和１８年度）」に基づく「健康づくり・食

育・歯と口腔の健康」に関する各種事業を推進します。特に、病気の原因となる危険因子の一次予防を重要な取り組みとして位置付け、「自

ら取り組む、みんなで続ける健康づくり」を基本理念とし、市民一人ひとりが主体的な健康づくりに取り組みやすい環境づくりを進めます。

また、母子保健にかかる様々な取り組みを推進し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援に取り組みます。さらに、関係機関と連携

しながら、小児救急や健（検）診など地域医療体制の充実を図るとともに、感染症対策に取り組みます。 

〇高齢者施策は、高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように、「第９期介護保険事業計画・第１０次高齢者保健福祉計画」に基

づく事業を推進します。また、高齢者がその有する能力に応じて自立した生活ができるよう、在宅医療と介護の連携、認知症対策、健康寿命

延伸施策を推進し、日常生活の支援が包括的に確保される地域包括ケア体制の充実を図ります。さらに、地域住民をはじめとする多様な主

体がつながり、活動する地域共生の取組を推進します。 

〇国民健康保険事業は、被保険者が必要な医療を安心して受けられるように健全運営を目指し、保険税収納率の向上に取り組むとともに医療

費の適正化に努めます。特に、「第３期国民健康保険データヘルス計画・第４期特定健康診査等実施計画」に基づいた保健事業を推進し、被

保険者の健康増進に努めます。また、国民健康保険の広域化については、引き続き、保険者である県と連携し円滑な運用を図ります。 

〇国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料、介護保険料の多様な納付方法について周知し、利便性の向上を図ります。また、健康保険証廃

止に伴う保険証利用登録がされたマイナンバーカードを基本とする仕組みの周知について引き続き、取り組みます。 



様式第１号 令和７年度 部の運営方針管理書 

部 局 名 子ども部 

部 局 長 名 星 範之 

部の運営方針 〇我孫子市第四次総合計画基本構想の基本目標３「子どもと子育てにあたたかいまちづくり」に基づき、若い世代が我孫子を選び、移り住ん

でもらえるよう、また、これからもずっと住み続けてもらえるよう子育て・子育ち支援施策を総合的に推進します。さらに、子ども・子育て

支援事業計画を兼ねた「第五次我孫子市こども総合計画」の進行管理を行い、乳幼児期の保育と教育や地域の子ども子育て支援策の充実を

図ります。 

・少子化対策として、妊娠・出産・子育て・子育ちへの切れ目ない支援を推進していきます。 

・子育て支援拠点施設を核とし、妊娠期からを視野に入れ、孤立せず安心して活き活きと子育てができる環境づくりに努めます。また、保育園

内に設置された子育て支援拠点施設と地域との連携をさらに密にすることで、地域の子育て力の向上を図り、多様な子育て支援事業を展開

します。 

・「第四次我孫子市保育園等整備計画」に基づき、保育園や認定こども園・幼稚園等の認可定員や利用定員の管理に努め、待機児童ゼロを堅持

し続ける体制づくりに取り組みます。 

・「我孫子市保育園等長寿命化計画」に基づき、公立保育園の安全及び衛生の確保をはじめとした維持管理を図ります。 

・市内の保育園や認定こども園・幼稚園等と連携し、子育てと就労の両立支援策の充実を図るとともに、乳幼児期に質の高い保育・教育等の提

供が受けられるよう指導・調整に努めます。さらに、育ちと学びの接続を重視し、幼児期教育と小学校教育との連携を推進します。 

・「第五次我孫子市こども総合計画」に基づき、学童保育室とあびっ子クラブ、それぞれの事業の目的に沿って、子ども達の放課後が充実する

よう施設の環境整備や質の向上に努めます。 

・「子ども家庭総合支援拠点」と「子育て世代包括支援センター」の連携からより一歩前進させるため、令和８年度の「こども家庭センター」

設置に向け、準備を進めます。こども家庭センターでは、育児や家庭環境など子どもと家庭に関する相談やサポートプランの作成、児童虐

待の早期発見・早期対応に努めるとともに、関係機関との連携を強化し、支援を要する妊産婦等にも積極的に働きかけ指導・助言を行いま

す。また、オレンジリボン運動の推進など児童虐待防止の啓発活動に取り組んでいきます。 

・「子ども家庭総合支援拠点」と「子育て世代包括支援センター」の連携からより一歩前進させるため、令和８年度末までに「こども家庭セン

ター」の設置を目指し、人員体制を整備します。 

・いじめ問題に対しては、教育委員会と連携し「いじめ問題防止対策連絡協議会」を開催し、関係機関相互の連携強化を図り、いじめ防止等の

対策を推進します。 



 

  

・子育てを応援するため、子ども医療費助成をはじめ子育て世帯に対する経済的な負担軽減を、引き続き推進します。 

・「第３期我孫子市子ども発達支援計画」に基づき、発達支援、家族支援、地域支援の充実と機能強化を図り、発達に支援が必要な子どもの乳

幼児期からの一貫した支援体制作りを推進していきます。そのため「療育・教育システム連絡会」において、関係機関との連携を深め、早期

発見からライフステージに応じた切れ目のない支援体制の構築を進めます。 

・発達に支援が必要な子どもが早期に適切な療育支援を受けられるよう、公平、適切、迅速に児童通所支援の利用決定を行うとともに、そのた

めの相談支援体制の充実を図ります。 

・子どもたちの生きる力を育むため、子どもの自然体験・生活体験事業の実施や青少年育成団体の活動を支援します。 



様式第１号 令和７年度 部の運営方針管理書 

部 局 名 環境経済部 

部 局 長 名 大井 一郎 

部の運営方針 ・手賀沼の美しい環境の再生を目指し、千葉県や関係機関・団体と連携し、手賀沼の水質浄化や啓発に取り組みます。 

・手賀沼親水広場・水の館の運営では、手賀沼の水環境保全の関心を高める展示を行うとともに、環境保全型農業や地産地消等の農業拠点と

しての機能を含め、交流人口の拡大や地域の活性化に寄与する施設としての活用を図ります。また、施設の長寿命化を図るため適切な管理

を行います。 

・ジャパンバードフェスティバルは令和７年度に２５周年を迎えることから、例年の実施事業に加え、記念事業の企画にも取り組みます。 

・第二次環境基本計画に基づき、市民、事業者、市が連携した環境保全の取り組み、地球温暖化対策の事業を推進します。 

・「あびこエコ・プロジェクト５」に基づき、市の事務事業が環境へ与える負荷の低減を図り、温室効果ガスの削減を進めます。なお令和７年

度は、同計画の最終年度であるため、取り組み結果のとりまとめと評価を行うとともに、次期計画である「あびこエコ・プロジェクト６」の

策定を進めます。 

・谷津ミュージアム事業では、活動に参加している市民ボランティアの高齢化などの課題を踏まえ、これまでの取り組みを検証したうえで、

今後の取り組み目標や実施体制の再考を進めます。 

・狂犬病予防の事務や愛護動物の適正な飼育に関する取り組みを進めていきます。 

・「一般廃棄物処理計画」「我孫子市循環型社会形成推進地域計画」等に基づいた施策を展開し、ごみの減量化と再資源化を図ります。 

・新廃棄物処理施設の売電収入の適正管理と運営事業者のモニタリングを行うとともに、放射性物質を含む焼却灰等の適正処理に努めます。 

・リサイクルセンターの整備事業者を選定するための準備を進めるとともに、令和９年度まで実施する土壌汚染対策工事を含む旧クリーンセ

ンター解体工事に着手します。 

・大気汚染、土壌・地下水汚染、騒音、振動等の公害対策に取り組み、市民の快適な生活環境を守ります。 

・市民の不安を解消するため、全庁的な放射能対策の取りまとめを行います。 

・「農業振興基本条例」に基づき、農業の持続的な発展を図るため生産基盤強化及び生産性の向上を図り、安定した農業経営と持続可能な農業

を目指します。 

・農業生産と農業経営に係る基盤整備を進め、経営として成り立つ農業の土台づくりを進めます。 

・認定農業者を増やすとともに新規就農者を含めた農業の多様な担い手を育成・支援します。 

・消費者、商工業者及び農業者の相互理解と交流を促進し、地産地消の事業を推進します。 

・「あびこエコ農業推進基本計画」に基づき、環境保全型農業の普及・促進を行います。 



 

  

・手賀沼沿い農地の保全活用のための施策を展開します。 

・病害虫被害防止対策及び有害鳥獣被害防止対策、外来生物対策の推進を総合的に取り組みます。 

・各地区の農地の集積・集約を推進するため、地域計画の見直しを行います。 

・「商業観光まちづくり大綱」に基づき、事業集に挙げた事業に取り組み、持続的な商業観光振興を図ります。 

・商工会と連携し、商店会や事業者などへの支援を行うとともに、活性化に向けた取り組みなどを進めます。 

・農産物直売所アンテナショップ跡地をはじめ、観光資源である手賀沼を活用し、観光の振興や交流人口の拡大を図ります。 

・安全・安心で豊かな消費生活を送れるよう、消費生活相談などを実施し、消費者の支援を行います。 

・柴崎地区産業用地整備事業について、共同企業体から測量設計等を引き継ぎ、新たな整備手法の検討を進めます。 

・下ケ戸地区の産業用地整備については、産業用地創出における課題、有用性を整理し、国や県との協議にむけた準備を進めていきます。 

・我孫子市創業支援等事業計画に基づき、ＮＰＯ法人や我孫子市商工会などと連携し、起業創業の支援を行います。 

・民間活力により公園坂通りの賑わいの創出を図るとともに、地域経済の活性化につなげます。 

・既存企業の活性化に向けて融資制度等により支援を行うとともに、市民の就労に向けた支援を進めます。 

 



様式第１号 令和７年度 部の運営方針管理書 

部 局 名 建設部 

部 局 長 名 海老原 正 

部の運営方針 ●第四次総合計画の基本目標「誰もが安全に安心して暮らせるまちづくり（安全・安心）」では浸水対策の推進、交通安全の推進、「快適で住

み続けたくなるまちづくり（都市基盤・公共交通）」では公共交通の利便性向上、安全で快適な道路の整備、下水道の整備と普及を進めてい

きます。令和７年度は次の事業に取り組みます。  

・安全で快適に通行できる道路を維持するため、市が管理する道路施設を点検し、道路排水施設や街路樹、街路灯の適切な維持管理を行うと

ともに、船戸跨線人道橋などの橋梁や舗装の修繕を進めます。 

・道路の安全性や快適性の向上のため、土谷津地区の道路整備改良事業の用地取得や公園坂通りの整備に向けた検討を行います。また、歩道

のバリアフリー化を行います。  

・円滑で快適な移動ができる道路ネットワークの充実を図るため、幹線道路の整備では、下ヶ戸・中里線外１線の残り区間の整備に向けて、関

係機関との協議を引き続き行いながら、用地取得に取り組みます。 

・通学路の安全対策を図るため、布佐小学校入口交差点や、並木小学校通学路（市道００－００９号線）などの道路整備を進めます。 

・安全で快適な自転車利用環境を創出するため、自転車ネットワーク計画を含めた自転車活用推進計画を策定します。 

・警察署・交通安全協会などと連携して交通安全教室や普及啓発活動を推進することで、交通安全意識の向上を図り、交通安全対策に取り組

みます。 

・あびバスが地域に根付いた公共交通となるよう取り組みんでいきます。 

・布佐ルート実証運行バスの本格運行に向けた検討を進めると共にともに、地域公共交通協議会と調整を図りながら、計画に基づき地域交通

の活性化や維持確保を目指します。 

・老朽化が進む市管理の駅施設については、長寿命化個別施設計画に基づき、適切な維持管理を行っていきます。  

・公共下水道事業は、地方公営企業として計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に、より的確に取り組むため、現行の経営戦略

を見直すとともに適正な使用料水準の検討を行います。  

・下水道ストックマネジメント事業は、ストックマネジメント計画（第Ⅰ期）に基づき、下水道施設の修繕・改築を行うとともに、第Ⅱ期計画

（令和８年度～令和１２年度）を策定します。  

・下水道官民連携事業は、老朽化する下水道施設の維持管理・更新を的確に実施するとともに、さらなる事業の効率化を図り、持続可能な下水

道事業運営を確保するため、新たな官民連携方式である「ウォーターＰＰＰ（管理・更新一体マネジメント方式）」の導入に向けた検討を行

います。 



 

  

・下水道の整備は、久寺家１・２丁目地区我孫子第６－１号幹線の整備を進めるほか、引き続き、湖北駅北口地区及び下ヶ戸西側地区の整備を

進め、下水道の普及に努めます。  

・下水道総合地震対策事業は、第Ⅳ期計画（令和６年度～令和１０年度）に基づき、マンホールトイレの設置や重要管路のマンホール浮上防止

工事耐震工事等を行います。  

・水害に強いまちづくりの一環として、床上浸水が発生してきた地区の整備を重点的に進めます。布佐排水区、柴崎排水区では、引き続き雨水

幹線を整備するほか、我孫子４丁目地区の浸水対策を検討し、浸水被害の軽減を図ります。また、我孫子４丁目地区では、浸水対策について

更なる検討を行うとともに、市内の各地区では、地域特性や水害の発生状況に応じて、応急的な水害対策工事を行います。 

・災害を未然に防止するため、金谷排水機場の耐用年数が経過したポンプなどの設備を修繕・更新し、施設の機能確保を図ります。 

・既設のポンプ施設や排水施設等が確実に機能するよう定期点検を行うとともに、計画的に改修するなど適切な維持管理に努めます。 

 



様式第１号 令和７年度 部の運営方針管理書 

部 局 名 都市部 

部 局 長 名 中場 聡 

部の運営方針 ●第四次総合計画の基本構想に示す基本目標を実現するため関連施策に取り組むとともに、これに即して定めた都市計画マスタープランに示

す将来都市構想の実現に取り組みます。 

・千葉県が定期に見直す都市計画区域マスタープランについて、関係部局や千葉県と調整を図ります。 

・持続可能な都市づくりに向け工業や商業系土地利用の誘導を図るため、施策と連携した都市計画手法について関係部局と調整していきます。 

・手賀沼沿い斜面林や古利根沼周辺の保全に努めるとともに、市民の森などの緑地を、市民の憩いの場として保全していきます。 

・誰もが安全・安心に使いやすい、快適な公園を目指し、経年劣化により老朽化した遊具の更新など、適切な維持、管理を行い、公園の利用促

進及び魅力の向上に努めます。 

・誰もが暮らしやすい良好な住環境を保全、形成していくため、住まいに係る支援や情報提供の充実、空き家バンクの活用促進を図ります。 

 

●都市部所管の分野別計画の目標を達成するため、計画的に事業を進めていきます。 

・まちの住居や都市機能をコンパクトに維持し、安心で快適な生活環境を効率的に形成していくための計画づくりに取り組みます。 

・緑豊かな都市空間を創出するため、市街地における緑化を推進します。 

・開発行為に関する条例等の適切な運用を行い、秩序ある良好な土地利用を誘導します。土地利用に係る基準については、市の方針に沿った

適切な誘導が出来るよう、必要な見直しを行っていきます。 

・特定行政庁として、総合的な建築行政を進めます。 

・公園の維持管理への市民の係わりを更に進め、市民がより身近で親しみやすい公園にしていきます。 

・千葉北西連絡道路の計画段階評価として、国と連携し地域への情報提供や意見把握に取り組むとともに、本市の交通状況等の課題の解消や、

市の発展に寄与する計画となるよう、国や県と調整を図ります。 

・市営住宅の将来需要等を見据え、長寿命化を図るとともに、さらなる入居率の向上に努めます。 

・建築物や屋外広告物等の色彩等の規制・誘導や市民団体との協働による景観まちづくりの普及啓発により、市民や事業者とともに魅力ある

景観づくりを進めます。また、それらの方針や基準等を定める計画や条例の必要な見直しを行っていきます。 

・地震による建築物の倒壊などの被害を未然に防止するため、建築物の耐震化を推進します。 

 



様式第１号 令和７年度 部の運営方針管理書 

 

部 局 名 会計課 

部 局 長 名 会計管理者 関口 浩紀 

部の運営方針 〇健全な行財政運営の確保 

・健全な行財政運営を確保するため、財政部局と連携し、公金の安全で適正な管理運用と円滑な資金調達を図ります。 

・起債償還が集中する９月・３月、支払いが集中する年末・年度末には歳計現金の資金不足が予想されることから、基金からの繰替運用、地方

債の借入時期等を財政当局と協議し、適正な資金管理に努めます。 

〇適正な会計事務の執行 

・支出命令等の審査を厳正に行うとともに、出納、管理、決算調製にわたる会計事務を適正かつ迅速に行います。 

・社会情勢に対応した会計事務を推進するため、ＤＸに対応した事務処理のあり方について、調査・研究を進めるとともに、公金の事務処理環

境の変化に対応した業務を進めます。 

〇公金の管理運用 

・公金の管理運用は、執行機関と協議し、我孫子市公金管理基準に基づき安全で効率的な管理・運用を図ります。 

 

 

 



様式第１号 令和７年度 部の運営方針管理書 

部 局 名 消防本部 

部 局 長 名 宮崎 治 

部の運営方針 ◎市民の生命、身体及び財産を火災や各種災害から守るとともに、災害の防止や被害の軽減に努めるため、次の取り組みを進めます。 

〇地域の安全安心を確固たるものとするため、消防団、女性防火クラブ、幼年消防クラブ、自主防災組織やその他の外郭団体と連携し、更なる

消防防災体制の強化に努めます。また、地震や豪雨等の突発的な自然災害や新たな感染症を含む各種災害から市民の生命、身体及び財産を

守るため、消防施設・装備等を計画的に整備し、消防・救急救助体制の充実・強化を図るためとともに、人員補強と人材育成に努めていきま

す。 

〇令和３年２月から運用を開始している１０市消防指令業務の共同運用では、広域的な消防・救急救助体制の強化を図り、市民生活の安全安

心を確保するため、緊急通報の対応を迅速かつ的確に行います。 

〇住宅火災による死傷者ゼロを目指し、住宅用火災警報器の設置率向上と適切な維持管理の促進や感震ブレーカーの普及啓発に努め、各種訓

練やイベントを通じて防火・防災意識の高揚を図り、予防啓発を行います。 

〇公表の対象となる重大な消防法令違反のある防火対象物を出さないため、人命危険や火災発生危険が高い防火対象物の立入検査を重点的に

実施するとともに、消防法令遵守の徹底及び違反の是正指導を行い、市民の安全安心の確保に努めます。 

〇複雑多様化するあらゆる災害に対し、積極的かつ果敢な業務遂行ができるよう専科教育と幹部教育を行い、経験と知識を十二分に活用でき

る教育研修体制の確立に努めます。また、消防職員の服務規律の確保を推進するため、職員の倫理教育を徹底し、組織の強化を図ります。 

〇消防団を中核とした地域防災力の充実・強化を一層推進していくため、地域防災の担い手である消防団員の確保と装備の充実を図るととも

に、各種災害において安全確実に活動できるよう教育と訓練を行います。また、適正な規模で活力ある消防団体制を確保できるよう消防団

組織の改正を進めていきます。 

〇消防団器具置場については、地域の災害活動拠点として重要な役割を担うため、建築経過年数を踏まえ老朽化が進む施設から計画的に整備

を進めていきます。 

〇救急救命体制の充実・強化を図るため、感染症における感染防止策の徹底とメディカルコントロール体制を基本とした病院前救護の確立に

取り組むとともに、救急救命士の育成、資器材等の整備を進めます。また、一般市民に対する救命講習会のを開催とし、自動体外式除細動器

（ＡＥＤ）の使用方法等の普及啓発を促進し、救命率の向上につなげますを図ります。さらに、重症患者の救急要請に的確に対応できるよ

う、救急安心電話相談やこども急病電話相談の活用など、救急車の適正利用に向けたＰＲに努めます。 

〇災害時の活動拠点となる消防施設については、「我孫子市公共施設等総合管理計画」に基づき、老朽化した消防施設の修繕や感染対策及び

機能強化を踏まえた改修を計画的に行い、消防力の強化に努めていきます。（仮称）湖北消防署整備事業については、庁舎等の工事を引き続



 

  

き実施し、令和８年度前半の開署に向け事業を進めていきます。 



様式第１号 令和７年度 部の運営方針管理書 

部 局 名 水道局 

部 局 長 名 古谷 靖 

部の運営方針 我孫子市水道事業ビジョンや我孫子市水道事業基本計画に掲げた、３つの基本目標及び６つの基本方針に基づき、令和７年度は次の取り組

みを実施します。 

Ⅰ．安全 

１．良質な水道の維持 

水源から蛇口に至るまでの総合的な水質管理を行うため、「我孫子市水道事業水安全計画」の活用や、「我孫子市水道局水質検査計画」に基

づく水質検査を行います。また、自己水源（深井戸）の計画的な機能保全を図るため、「取水井維持活用方針」に基づき、２ヶ所の井戸につ

いて浚渫工事を行います。 

Ⅱ．強靱 

２．施設強靱性の維持 

浄水場整備では、市内配水管の末端圧力を監視するため、令和６年度からの継続事業としている「圧力末端局更新工事」を完了させます。

さらに、令和７年度から８年度までの継続事業として、「久寺家浄水場受変電設備更新工事」及び「湖北台浄水場高度浄水処理設備コントロ

ールセンター盤他更新工事」を行います。水道管路整備では、経年配水管路及び基幹管路の耐震化を図るため、総延長約５ｋｍの布設替え工

事を行い、激甚化・頻発化する災害や老朽化に伴う事故を防ぐ「強靱化」を進めます。 

３．災害対応の強化 

災害時に対応するため、県内水道事業体間における各種情報伝達訓練に参画するほか、市の総合防災訓練において市民と連携した応急給水

訓練を行います。また、災害や水質事故等に即応する危機管理体制強化のため、令和６年度、妻子原浄水場に設置したバルブ操作訓練施設で

事故対応訓練を行うほか、災害時に必要な資機材の整備も進めます。 

Ⅲ．持続 

４．事業継続性の確保 

水資源の適正運用では、北千葉広域水道企業団からの受水と自己水源（深井戸）の運用コストや災害時等の対応を踏まえた、取・受水管

理を引き続き行います。業務効率化方策では、「浄水場設備運転及び維持管理業務等包括委託」及び「料金・給水・会計業務等包括委託」な

ど官民連携の推進により、引き続きお客様サービス向上と業務効率化に努めます。また、職責に応じ必要な研修に積極的に参加することで

職員の技術力向上を図るとともに、次世代の水道実務を担う人材の育成を図ります。職員一人一人自らが果たすべき職責、市民目線、水道

事業を取り巻く状況を十分に理解し、自覚と責任をもって事務を遂行していきます。 



 

  

５．財政健全性の確保 

水需要や給水収益の減少に対応するため、業務の効率化を進めていきます。水道事業がインフラ整備や災害対応強化のために国土交通省

に移管されたことも踏まえ、国庫補助対象事業の要件について、引き続き注視していきます。また、将来にわたり長期間使用する水道施設

の整備に要する費用は、世代間で負担を平準化するために、引き続き企業債を活用します。さらに不足する財源については、水道料金の適

正化について向けて、水道料金算定要領を基に運営審議会を開催して適正な料金体系の見直しを行い、市民の皆様にご理解を頂けるよう、

丁寧な説明を行い、地域の安全と快適な生活を支える水道サービスの提供に努めてまいりいきます。 

６．将来につなげる新施策の考察 

  ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）17の目標のうち、主に「９ 産業と技術革新の基盤をつくろう」をターゲットとして、安定的に水道水を

供給できるよう災害時における応急給水体制の充実を図ります。なお、総合的な取り組みとして、電力や紙資源の低減策を継続し、ＳＤＧ

ｓに対応してまいります。また、有収率向上の新たな取り組みとして、人工衛星からの画像データを解析し、漏水可能性エリアを可視化す

るデジタル技術などを活用します。 

 



様式第１号 令和７年度 部の運営方針管理書 

 

部 局 名 議会事務局 

部 局 長 名 佐野 哲也 

部の運営方針 ○安定した議会運営の推進 

 執行機関との綿密な調整を行い、安定した議会運営に努めます。 

  

○活発な議会審議の推進 

 議会基本条例に沿った議会運営をサポートするとともに、本会議・委員会審議の充実のための情報収集、情報提供を積極的に行います。 

 また、議会ペーパーレスシステムの導入に伴い、タブレットを導入し、ペーパーレス化などに取り組むとともに、議会ＤＸによる効率かつ

円滑な議会運営を推進していきます。 

 

○身近な議会の実現 

 読みやすくわかりやすい議会だよりの発行及びインターネット中継など、ホームページを活用した議会情報の発信を積極的に行います。 

 また、議会報告会などオンライン会議での開催について研究していきます。 

 

○広域な議会連携活動の強化 

 全国・関東・千葉県市議会議長会に参加して、広域的な情報交換を行うとともに、議会活動の連携強化に努めます。 

 

 

 

 

 

 



様式第１号 令和７年度 部の運営方針管理書 

部 局 名 監査委員事務局 

部 局 長 名 津川 雄飛 

部の運営方針 【効果的な監査等の推進】 

〇市の行財政運営の健全性と透明性を確保し、もって住民福祉の増進と市政に対する信頼確保を図るため、法令や我孫子市監査基準等に基づ

き、常に独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、合規性や正確性はもとより、経済性、効率性及び有効性の視点を踏まえ、リス

クに着目した監査を行います。さらに、監査結果や監査委員の意見を公表します。 

〇定期監査では、公正で合理的かつ効率的な行財政運営が図られるよう、重点監査事項を設けながら、予算の執行や契約事務の適正化、組織

運営の合理化、財源の有効活用などの状況について監査を行います。なお、監査結果における指摘・指導事項等から対象事務の改善を求め、

事務処理誤りが発生しない執行部組織の体制づくりに寄与するよう、より実効性のある監査を行います。 

〇決算審査では、予算の執行や事業経営が適正かつ効率的に行なわれているか、また、決算書等の関係書類が正確に作成されているかなどの

状況について審査を行います。併せて市の財政運営や公営企業経営の健全性を判断するため、健全化判断比率と水道事業会計・下水道事業

会計の資金不足比率の審査を行います。 

〇財政援助団体等の監査では、公の施設の管理者（指定管理者）や市の出資団体等に対し、財務事務等が適正かつ効率的に執行されているか 

など状況について監査を行います。 

〇現金出納検査では、市の一般会計及び特別会計、水道事業会計及び下水道事業会計に係る現金の出納及び保管事務について、毎月、適正に

執行及び管理されているかなどの状況について検査します。 

 

【事務改善の支援】 

〇監査結果における指摘・指導事項等については、的確に対象事務が改善されるよう継続的なフォローアップを行います。なお、必要に応じ

て、職員研修の実施や事務処理ルールの見直しなどについて提言し、さらなる内部統制の充実・強化に取り組んでいきます。 

 

【組織体制の充実】 

〇監査委員の事務を補助する事務局職員については、より適切で実効性のある監査が実施できるよう、研修会への積極的な参加や他自治体と

の情報連携を図りながら職員の専門性の向上や機能的な監査組織の構築に向け、組織体制の充実・強化に取り組んでいきます。 



様式第１号 令和７年度 部の運営方針管理書 

 

部 局 名 選挙管理委員会事務局 

部 局 長 名 高見澤 隆 

部の運営方針 【選挙の執行】 

〇令和７年７月に任期満了の参議院議員選挙に備えるとともに、適正な選挙の執行に努めます。 

【投票環境の整備】 

〇投票しやすい環境づくりを進めるため、引き続き投票区の見直し、投票所の変更及び期日前投票所の見直し等を検討し、適切な投票環境の

向上に努めます。 

【選挙啓発】 

〇明るい選挙推進協議会と連携し、引き続き地道な啓発活動に努めるとともに、小・中・高校生を中心とした主権者教育や、これまで実施して

きたＬＩＮＥ・Ｆａｃｅｂｏｏｋでの啓発に加え、令和６年度より新たに開始した公式Ｘを活用した啓発活動の実施により、若年層の選挙

への関心を高める取組を進めます。また、正しい選挙運動の周知に引き続き努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号 令和７年度 部の運営方針管理書 

 

部 局 名 農業委員会 

部 局 長 名 大井 一郎 

部の運営方針 ・農業委員会等に関する法律の趣旨を踏まえ、農業委員と農地利用最適化推進委員が連携し、農地等の利用の最適化（担い手への集積・集約

化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進）に努めます。 

・農地の売買や転用について、農業者を代表する機関として、公平・公正に審査します。 

・農政課と連携し、農業の担い手の育成に努めるとともに、農業後継者の確保に取り組みます。                                                     

・遊休農地や無断転用の発生・防止に努めます。 

・農業における女性リーダーの育成、複数の女性農業委員と農地利用最適化推進委員の登用促進に向けた取り組みを進めます。 



様式第１号 令和７年度 部の運営方針管理書 

部 局 名 教育総務部 

部 局 長 名 佐藤 和文 

部の運営方針 「我孫子市教育大綱」と「我孫子市教育振興基本計画」に基づき、教育行政を推進します。 

 『確かな学力と豊かな心、健やかな体を育み、子ども一人ひとりがいきいきと輝く魅力ある学校づくりを推進します。』 

〇学校教育環境の充実 

・「学校施設個別施設計画」に基づき、子ども達が安心して快適に学べる教育・学習環境の充実を図ります。 

・布佐中学校区の学校の在り方について「布佐中学校区の学校の在り方検討委員会」の提言書を基に、布佐小学校敷地に新たな義務教育学校

を建設すべく、跡地利用の明確化、布佐小学校敷地内の赤道の整理、スクールバスの運行や駐車スペースの確保等について、市長部局とも

十分に協議しながら進めていきます。 

・湖北小学校体育館の再建に向け、引き続き、解体工事を実施し、新築のための設計を行っていきます。い、できる限り早く工事に着手するこ

とができるようにします。 

・「我孫子市学校職員の働き方改革推進プラン」に基づき、教職員が、生き生きと健康でやりがいを持って子どもに向き合える環境となるよう

に取り組みます。 

・信頼される学校づくりを推進するため、教職員のモラールアップ研修、不祥事防止研修を積極的に実施します。教育委員会と各学校の連携

を密にし、風通しの良い組織体制と職場環境整備に取り組みます。 

〇子どもがいきいきと輝く学校づくり   

・「主体的・対話的で深い学び」の実現にむけた授業改善の推進に努めます。各学校からの要請には、各学校が抱える授業づくりの悩みに寄り

添った指導・助言を行います。また、国や県の教育施策が反映されるよう、打合せや協議会等で教職員へ伝え、実践していきます。経験の浅

い教職員には、積極的に授業の様子や学級経営の様子を確認しに行き、助言します。教職員の研修では、各教科主任等の指導力を向上させ

る研修や、教職員のニーズに応じた希望研修など、企画・運営していきます。 

・Ｑ―Ｕ検査（ＷＥＢＱＵ）（楽しい学校生活を送るためのアンケート）及びいじめアンケートを継続して実施し、個々の子ども達へのきめ細

かな対応に取り組むとともに学級経営を支援します。 

・給食における地産地消の推進をはじめ、食に関する教育の充実やスポーツに関する教育を通して体力の向上に努めます。 

・学校給食費については、市立小中学校に在籍する第３子以降の児童生徒の学校給食費無償化事業を引き続き実施するとともに、子育て世帯

への経済的負担軽減策として行っている、市立小中学校に在籍する第１子、第２子の児童生徒への学校給食費月額１，０００円の支援及び

食物アレルギー等により毎食弁当を持参している児童生徒の保護者に対する支援についても、継続していきます。 



 

・「小中一貫教育の推進」に努め、各中学校区で作成したグランドデザインを達成すべく支援します。小中一貫教育基本方針に基づき作成した

共通カリキュラムを、全中学校区で計画的に教育課程に組み込んで進められるよう支援します。郷土愛の育成については、副読本「ふるさ

と我孫子の先人たち」、社会科副読本「わたしたちの我孫子」、学習図鑑「ふるさと手賀沼」及び「あびこデジタル郷土資料」の活用や中学

校区の特色を生かした授業実践の充実を図っていきます。授業の様子を積極的に参観し、全小中学校で情報を共有することで、教職員の意

識を高めていきます。 

・令和７年１０月に、現在のＩＣＴ環境を更新します。「確かな学力の育成に向けたＩＣＴ環境の整備」「多様な他者と共に問題発見や解決に

挑む資質・能力の育成」「次世代の校務に対応した最適なＩＣＴ環境の整備」「教育データの利活用」を実現できるＩＣＴ環境を整備してい

きます。教職員の会議や事務作業などの間接的な業務時間を削減し、児童生徒と向き合う時間を確保することで教育活動の更なる充実と教

育効果の最大化を図っていきます。 

・幼保小連携については、「交流」と「カリキュラム」で連携を深めていきます。園参観や学校参観、研修会を運営し、園児児童の姿について

情報が共有できるようにしていきます。また、国や県の教育施策を理解し、園児児童の学びがつながるよう、カリキュラムでの連携の充実

を図っていきます。 

・国や千葉県の示す部活動の地域移行については、地域の指導者として部活動支援員の配置を拡大していきます。我孫子市の実情等を十分に

把握し、移行が適切に行われるように、生涯学習部や関係団体等と連携し、体制を整備していきます。 

・各学校における学校運営協議会の適正な運用を確保し、地域学校協働活動の充実、学校評価の活用を図りながら学校と地域との連携・協働

体制を構築し、地域とともにある学校づくりを推進します。 

・不登校対策を推進するため、教育支援センター（適応指導教室）・校内教育支援センターは一人ひとりの子どもに合った教育の在り方を考え

支援します。また、校内教育支援センター「かけはし」「ひだまり」を中核とした相談・支援体制をさらに充実させます。 

・いじめ防止対策推進条例及びいじめ防止対策基本方針に基づき、いじめを人権侵害と認識し未然防止に取り組みます。また、関係機関と連

携し、健全に子どもが成長できるよう引き続き支援していきます。 

〇子どもの成長に応じた発達への支援 

・自立への支援を図るため、就学支援制度などの活用を推進します。 

・支援が必要な児童生徒とその保護者に対し、学校、家庭、子ども相談課等の関係機関と一層の連携を図り、支援するため教育相談センターの

相談体制の充実に努めます。 

・特別支援教育の充実を図るため、発達障害特性に関する一定の知識・技術を持つ教育支援相談センターの専門職が学校と連携し、専門性を

発揮し、学校全体としての専門性が確保できるよう相談・支援体制を充実させます。 

・療育・教育システムの充実と切れ目のない支援など子ども部及び健康福祉部との連携を強化します。 

 



様式第１号 令和７年度 部の運営方針管理書 

部 局 名 生涯学習部 

部 局 長 名 菊地 統 

部の運営方針 ・公民館、図書館、鳥の博物館などでは、互いに連携しながら地域特性や社会動向、学習ニーズを踏まえた学習機会の充実を図ります。また、

多様化・高度化する市民の学習ニーズに応えるため、市民団体や学校、企業等との連携を強化し、市民の学習活動を支援する体制の充実を

図ります。 

・鳥の博物館では、令和６年度に策定した鳥の博物館展示リニューアル基本計画に基づき、展示のリニューアルに向けてクラウドファンディ

ング等を活用した財源確保の取組を進めます。 

・図書館では、「子どもの読書活動推進計画（第二次）」に基づき、学校や関係機関等と連携しながら、子どもと子どもに関わる大人が主体的

に読書活動を行えるよう環境を整え推進していきます。読書バリアフリーの観点を念頭に、多くの市民に図書館利用が浸透するようこれま

で以上に移動図書館車の活用を促進するとともに、電子図書館サービスの充実を図ります。 

・施設の整備・充実では、五本松運動広場の整備を進め、公民館、図書館、鳥の博物館などの施設機能の充実に努めます。適正な維持管理や計

画的な修繕を行うとともに、学校施設や既存施設を有効活用し、身近な学習の場の確保に努めます。 

・学習で得た知識や経験を社会で活かすしくみづくりを進め、まちづくり活動へと発展していくよう支援します。 

・新たな文化交流拠点施設について、関係課と情報共有するとともに、これまでのアンケートや各文化団体の考え方等を踏まえ、持続可能な

財政運営についても考慮しながら、引き続き施設整備の方向性について検討していきます。 

・市民が文化芸術に触れ、参加できる機会を充実するとともに、文化芸術活動の創出や地域固有の文化の保存・継承に取り組みます。また市制

施行５５周年記念事業として我孫子の文化と歴史を活かしたイベントを実施します。 

・「文化財保存活用地域計画」に基づき、杉村楚人冠記念館、旧村川別荘、旧井上家住宅などの史跡や白樺文学館などの文化的資源を「我孫子

遺産」として積極的に保存・活用し、さらにボランティアガイドとの協働を進め、効果的な事業運営に取り組みます。また、令和５年度より

運用を開始した文化財データベース「あび☆デジ」の内容を充実させ、広く一般に向けた文化財の周知に努めます。旧井上家住宅において

は、新たに屋外トイレを設置したことを受けて、より多くの方に訪れていただけるようにイベント等を実施します。 

・学校部活動の地域移行に伴い、６年度から開始した地域移行実証事業の検証を通じて改善を図るとともに、７年度は実証事業の対象を文化

系部活動にも広げ、８年度の本格的な移行に備えます。 

・令和４年度に策定した「我孫子市スポーツ推進計画」に基づき、スポーツ協会、スポーツ少年団、スポーツ推進委員など地域の人材と連携し

たイベントの実施、総合型地域スポーツクラブの活動支援などを通して、身近な場所でスポーツを楽しみ、健康な生活が送れるよう生涯ス



 

 

ポーツを推進します。また、生涯スポーツを支える指導者の育成に関係団体等と連携して取り組みます。 

・体育施設の整備・充実では、市民体育館をはじめとした体育施設の計画的な修繕を行うとともに、学校体育施設開放の適切な管理運営、民間

スポーツ施設の活用や近隣市のスポーツ施設との相互利用によるスポーツ・レクリエーション活動の環境づくりに取り組みます。 

・学校部活動の地域移行に伴い、スポーツ協会やスポーツ少年団など地域のスポーツ団体と協働し新たな体制づくりを進めます。 

・五本松運動広場整備事業基本計画に基づき、五本松運動広場の８年度中の完成供用開始を目指して整備事業を着実に進めていきます。 

 



令和７年国勢調査我孫子市実施本部設置要領 
 

１ 目 的 

  令和７年国勢調査の実施に当たり、円滑かつ効率的な調査実施体制を整え、

調査の万全を期するため、令和７年国勢調査我孫子市実施本部（以下「実施本

部」という。）を設置する。 

 

２ 組 織 

（１）実施本部は、本部長、副本部長、本部員、事務局長、事務局次長、班長、

班員をもって構成する。 

（２）実施本部は、企画総務部行政管理課に置く。 

（３）実施本部に事務局を置く。 

（４）事務局に総務企画班、広報苦情処理班及び指導審査班を置く。 

 

３ 構成員 

（１）本部長は、副市長をもって充てる。 

（２）副本部長は、企画総務部長をもって充てる。 

（３）本部員は、企画総務部次長、財政部次長、市民生活部次長、環境経済部次

長、健康福祉部次長、子ども部次長、建設部次長、都市部次長、教育総務

部次長、生涯学習部次長、水道局次長、議会事務局次長、監査委員事務局

次長及び農業委員会事務局次長をもって充てる。 

（４）事務局長は、企画総務部参事をもって充てる。 

（５）事務局次長は、行政管理課主幹をもって充てる。 

（６）班長及び班員は、企画総務部の職員のうちから副本部長が指名する者を 

もって充てる。 

 

４ 職 務 

（１）本部長は、実施本部を統括する。 

（２）副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理

する。 

（３）本部員は、実施本部の事務に参画する。 

（４）事務局長は、本部長及び副本部長の命を受け、国勢調査の総合企画及び運

営を司り、全体の事務を掌握する。 

（５）事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務

を代理する。 

（６）班長は、上司の命令を受け、班員を掌握し、班の事務を統括する。 

（７）班員は、上司の命令を受けて、それぞれの分掌事務を処理する。 

 

５ 分掌事務 

  各班の分掌事務は、次のとおりとする。 

（１）総務企画班 

  ア 実施本部事務の総合調整に関すること。 

  イ 指導員及び調査員の選任及び配置に関すること。 

  ウ 指導員及び調査員公務災害に関すること。 

  エ 国勢調査の調査区に関すること。 



  オ 事務打合せ会及び審査会の企画に関すること。 

  カ 調査関係書類及び調査用品の収受・管理に関すること。 

  キ 国勢調査事務の進行に関すること。 

  ク 県及び他市との連絡調整に関すること。 

ケ その他、いずれの班に属さない事務及び連絡調整に関すること。 

   

（２）広報苦情処理班 

  ア 調査趣旨の普及宣伝に関すること。 

  イ プライバシー保護に関すること。 

  ウ 統計調査に関する苦情処理に関すること。 

  エ 非協力世帯及び調査困難世帯の対応に関すること。 

 

（３）指導審査班 

  ア 調査関係書類の配布及び発送に関すること。 

  イ 調査員事務打合せ会に関すること。 

  ウ 調査員の実査指導に関すること。 

  エ 調査関係書類の作成指導に関すること。 

  オ 調査済みの調査関係書類の受理、審査、整理、集計及び提出に関するこ

と。 

 

６ 会 議 

（１）実施本部の会議は、総括会議及び連絡会議とする。 

（２）総括会議は、本部長、副本部長、本部員、事務局長、事務局次長及び班長

をもって構成し、本部長が招集し、事務の調整を図る。 

（３）連絡会議は、事務局長、事務局次長、班長及び班員をもって構成し、必要

に応じて事務局長が招集し、事務の連絡調整を行う。 

 

７ 委 任 

  この要領に定めるもののほか、実施本部に関し必要な事項は、本部長が別 

に定める。 

 

附則 

（施行期日） 

１．この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 

（失効） 

２．この要領は、令和８年３月３１日限りその効力を失う。 

 

 

 

 



（１０７名）

議 会 事 務 局 次 長
監査委員事務局次長
農業委員会事務局次長

指 導 員

総 務 企 画 班
広 報 苦 情
処 理 班

指 導 審 査 班

行 政 管 理 課 行 政 管 理 課 行 政 管 理 課
秘 書 広 報 課

人 事 課

秘 書 広 報 課

企 画 政 策 課

デ ジ タ ル 戦 略 課

デ ジ タ ル 戦 略 課

（ 行 政 管 理 課 主 幹 ）

生 涯 学 習 部 次 長

事 務 局 長
財 政 部 次 長

（企画総務部参事）

市 民 生 活 部 次 長

環 境 経 済 部 次 長

健 康 福 祉 部 次 長

子 ど も 部 次 長

建 設 部 次 長

都 市 部 次 長 事 務 局 次 長
教 育 総 務 部 次 長

企 画 総 務 部 次 長

水 道 局 次 長

本 部 員

令和７年国勢調査実施本部組織図

本 部 長 （ 副 市 長 ）

副 本 部 長 （企画総務部長）



令和７年国勢調査の事務概要 
 

１ 調査の目的 

  統計法第５条の規定に基づき、国内の人口・世帯の実態を把握し、各種行政

施策その他の基礎資料を得ることを目的とする。 

 

２ 調査の時期 

  令和７年１０月１日午前零時現在 

 

３ 調査の対象 

  本邦に常住する者（住民票の有無とは無関係） 

 

４ 調査事項 

  調査事項は、次のとおり（別紙１参照） 

 （１）世帯に関する事項（４項目） 

   ア 世帯の種類      ウ 住居の種類 

   イ 世帯員の数      エ 住宅の建て方 

 

 （２）世帯員に関する事項（１３項目） 

   ア 氏名         ク ５年前の住居の所在地 

   イ 男女の別       ケ 就業状況 

   ウ 世帯主との続柄    コ 所属の事業所の名称及び事業の種類 

   エ 出生の年月      サ 仕事の種類（職業） 

   オ 配偶の関係      シ 従業上の地位 

   カ 国籍         ス 従業地又は通学地 

キ 現在の住居における   

居住期間 

    

５ 調査の流れ 

  総務省 － 都道府県 － 市町村 － 指導員 － 調査員 

 

６ 調査区数 指導員数、調査員数（歳入予算上） 

  調査区数 １０７１調査区 

  指導員数 １０７名 

  調査員数 ４５８名  内訳 １調査区対応調査員   ６４名 

                ２調査区対応調査員  ３９４名 

               （２調査区以上に対応の調査員を含む） 

 

 ・指導員については６月２５日、調査員については７月２５日までに県に推薦

する。（推薦に基づき、総務大臣が任命する非常勤の国家公務員） 

 ・指導員の配置について、地方公務員法第３５条（職務に専念する義務）及び

第３８条（営利企業への従事等の制限）の規定による所要の措置を講ずる。 

 

 

 



７ 調査の方法 

  調査は、調査員が全世帯を訪問し面接の上で調査票類一式を配布するとと

もに、調査世帯一覧を作成するために世帯主の氏名及び世帯員の数（男女別）

を聴取し、一覧に必要事項を記入する。 

また、不在世帯については、日・時間を変えて再度訪問することとするが、

それでも面接することができない世帯に対しては、調査書類一式を郵便受けに

入れるなどして配布する。調査員は、調査票未提出世帯があった場合、面接に

よる回収・聞き取り調査により調査票等を整理し市町村に提出する。 

  なお、調査票の提出は、次のいずれかを世帯が選択する方法とする。 

  ア インターネット回答による提出 

  イ 郵送提出による提出 

  ウ 調査員による提出 

 

８ 集計体系及び結果の公表・提供等一覧 

   別紙２のとおり 

 

９ 今後の事務日程 

   別紙３のとおり 
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（別紙１） 
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（別紙２） 

国勢調査の集計体系及び結果の公表・提供等一覧 

 

 



別紙３ 

 

今後の事務日程（予定） 
 

○指導員の選考・推薦         ６月２５日〆切 

 

○調査員の選考・推薦         ７月２５日〆切 

 

○指導員事務打合せ会の開催      ８月６日、７日 

 

○調査員事務打合せ会の開催      ８月２０日～８月２９日 

 

○調査の実施及び実地指導       ９月２０日～１０月２７日 

 

○調査書類の審査（行政情報等の利用及び国勢調査令に基づく立ち入り及び質問による調査 

           票の記入不備の補記） １０月下旬～令和８年３月 

                           

○『市区町村要計表』の作成      １０月下旬～令和８年１月 

 

○調査関係書類の提出         令和８年１月１５日～２３日 

 

○調査の実施状況の記録及び提出    ～令和８年３月 

 

 

（指導員） 

  ８月下旬   ～ １０月下旬 調査員との連絡調整 

１０月中旬  ～ １０月下旬 調査員から調査票の回収 

１１月上旬  ～ １１月中旬 調査票の保管、審査、提出 

 

 

（調査員） 

  ８月下旬   ～        調査員説明会 

９月１７日 ～  ９月１９日 担当調査区の確認 

９月２０日 ～  ９月３０日 オンライン調査回答用ＩＤ及び調査票(紙)等 

の配布 

１０月  １日 ～１０月  ８日 調査票(紙)の当初回収（調査員・指導員） 

 １０月  ９日 ～１０月１６日 調査票の提出状況の確認 

１０月１７日 ～１０月２７日 調査票未提出世帯の特定及び調査票の督促 

回収 

 

 

 



令和７年３月３１日公布 

我 孫 子 市 条 例 第 １ ８ 号 

 

我孫子市税条例の一部を改正する条例  

我孫子市税条例（昭和 30年条例第 14号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（市民税の申告）  （市民税の申告）  

第 36条の２  略  第 36条の２  略  

２から９まで  略  ２から９まで  略  

10 市長は、市民税の賦課徴収につい

て必要があると認める場合には、新

たに第 23条第１項第３号又は第４

号に掲げる者に該当することとな

つた者に、当該該当することとなつ

た日から 30日以内に、その名称、代

表者又は管理人の氏名、主たる事務

所又は事業所の所在、当該市内に有

する事務所、事業所又は寮等の所

在、法人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成 25年法律

第 27号）第２条第 16項に規定する法

人番号をいう。以下市民税について

同じ。）、当該該当することとなつ

た日その他必要な事項を申告させ

ることができる。  

10 市長は、市民税の賦課徴収につい

て必要があると認める場合には、新

たに第 23条第１項第３号又は第４

号に掲げる者に該当することとな

つた者に、当該該当することとなつ

た日から 30日以内に、その名称、代

表者又は管理人の氏名、主たる事務

所又は事業所の所在、当該市内に有

する事務所、事業所又は寮等の所

在、法人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成 25年法律

第 27号）第２条第 15項に規定する法

人番号をいう。以下市民税について

同じ。）、当該該当することとなつ

た日その他必要な事項を申告させ

ることができる。  

（施行規則第 15条の３第３項並び

に第 15条の３の２第４項及び第５

項の規定による補正の方法の申出） 

（施行規則第 15条の３第３項並び

に第 15条の３の２第４項及び第５

項の規定による補正の方法の申出） 

第 63条の２  施行規則第 15条の３第 第 63条の２  施行規則第 15条の３第



 

 

３項並びに第 15条の３の２第４項

及び第５項の規定による補正の方

法の申出は、当該家屋に係る区分所

有者の代表者が毎年１月 31日まで

に、次の各号に掲げる事項を記載し

た申出書を市長に提出して行わな

ければならない。  

３項並びに第 15条の３の２第４項

及び第５項の規定による補正の方

法の申出は、当該家屋に係る区分所

有者の代表者が毎年１月 31日まで

に、次の各号に掲げる事項を記載し

た申出書を市長に提出して行わな

ければならない。  

(1) 代表者の住所、氏名又は名称

及び個人番号（行政手続における

特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第２条第５

項に規定する個人番号をいい、当

該書類を提出する者の同項に規定

する個人番号に限る。以下固定資

産税について同じ。）又は法人番

号（同条第 16項に規定する法人番

号をいう。以下固定資産税につい

て同じ。）（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所

及び氏名又は名称）  

(1) 代表者の住所、氏名又は名称

及び個人番号（行政手続における

特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第２条第５

項に規定する個人番号をいい、当

該書類を提出する者の同項に規定

する個人番号に限る。以下固定資

産税について同じ。）又は法人番

号（同条第 15項に規定する法人番

号をいう。以下固定資産税につい

て同じ。）（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所

及び氏名又は名称）  

(2)から (4)まで  略  (2)から (4)まで  略  

２  略  ２  略  

（種別割の税率）  （種別割の税率）  

第 82条  次の各号に掲げる軽自動車

等に対して課する種別割の税率は、

１台について、それぞれ当該各号に

定める額とする。  

第 82条  次の各号に掲げる軽自動車

等に対して課する種別割の税率は、

１台について、それぞれ当該各号に

定める額とする。  

(1) 原動機付自転車  (1) 原動機付自転車  

ア  総排気量が 0.05リットル以下 ア  総排気量が 0.05リットル以下



 

 

のもの又は定格出力は 0.6キロ

ワット以下のもの（ウ及びオに

掲げるものを除く。） 年額  2,

000円  

のもの、又は定格出力は 0.6キロ

ワット以下のもの（エに掲げる

ものを除く。）  年額  2,000

円  

イ  二輪のもので、総排気量が 0.

05リットルを超え、 0.09リット

ル以下のもの（ウに掲げるもの

を除く。）又は定格出力が 0.6

キロワットを超え、0.8キロワッ

ト以下のもの  年額  2,000円  

イ  二輪のもので、総排気量が 0.

05リットルを超え、 0.09リット

ル以下のもの、又は定格出力が

0.6キロワットを超え、 0.8キロ

ワット以下のもの  年額  2,00

0円  

ウ  二輪のもので、総排気量が 0.

125リットル以下かつ最高出力

が 4.0キロワット以下のもの  

年額  2,000円  

 

エ  二輪のもので、総排気量が 0.

09リットルを超えるもの（ウに

掲げるものを除く。）又は定格

出力が 0.8キロワットを超える

もの  年額  2,400円  

ウ  二輪のもので、総排気量が 0.

09リットルを超えるもの、又は

定格出力が 0.8キロワットを超

えるもの  年額  2,400円  

オ  略  エ  略  

(2)及び (3) 略  (2)及び (3) 略  

（種別割の減免）  （種別割の減免）  

第 89条  略  第 89条  略  

２  前項の規定により種別割の減免

を受けようとする者は、納期限まで

に、当該軽自動車等について減免を

受けようとする税額及び次の各号

に掲げる事項を記載した申請書に

減免を必要とする事由を証明する

２  前項の規定により種別割の減免

を受けようとする者は、納期限まで

に、当該軽自動車等について減免を

受けようとする税額及び次の各号

に掲げる事項を記載した申請書に

減免を必要とする事由を証明する



 

 

書類を添付し、これを市長に提出し

なければならない。  

書類を添付し、これを市長に提出し

なければならない。  

(1) 略  (1) 略  

(2) 軽自動車等の所有者等の住所

又は事務所若しくは事業所の所在

地、氏名又は名称及び個人番号（行

政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する

法律第２条第５項に規定する個人

番号をいう。以下この号及び次条

において同じ。）又は法人番号（同

法第２条第 16項に規定する法人番

号をいう。以下この号において同

じ。）（個人番号又は法人番号を

有しない者にあつては、住所又は

事務所若しくは事業所の所在地及

び氏名又は名称）  

(2) 軽自動車等の所有者等の住所

又は事務所若しくは事業所の所在

地、氏名又は名称及び個人番号（行

政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する

法律第２条第５項に規定する個人

番号をいう。以下この号及び次条

において同じ。）又は法人番号（同

法第２条第 15項に規定する法人番

号をいう。以下この号において同

じ。）（個人番号又は法人番号を

有しない者にあつては、住所又は

事務所若しくは事業所の所在地及

び氏名又は名称）  

(3)及び (4) 略  (3)及び (4) 略  

(5) 原動機の総排気量又は定格出

力（第 82条第１号ウに掲げる原動

機付自転車にあつては、原動機の

総排気量及び最高出力）  

(5) 原動機の総排気量又は定格出

力  

(6)から (8)まで  略  (6)から (8)まで  略  

３及び４  略  ３及び４  略  

（身体障害者等に対する種別割の

減免）  

（身体障害者等に対する種別割の

減免）  

第 90条  略  第 90条  略  

２  前項第１号の規定により種別割

の減免を受けようとする者は、納期

２  前項第１号の規定により種別割

の減免を受けようとする者は、納期



 

 

限までに市長に対して、身体障害者

福祉法（昭和 24年法律第 283号）第 1

5条の規定により交付された身体障

害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭

和 38年法律第 168号）第４条の規定

により戦傷病者手帳の交付を受け

ている者で身体障害者手帳の交付

を受けていないものにあつては、戦

傷病者手帳とする。以下この項にお

いて「身体障害者手帳」という。）、

厚生労働大臣の定めるところによ

り交付された療育手帳（以下この項

において「療育手帳」という。）又

は精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和 25年法律第 123号）

第 45条の規定により交付された精

神障害者保健福祉手帳（以下この項

において「精神障害者保健福祉手

帳」という。）及び道路交通法（昭

和 35年法律第 105号）第 92条の規定

により交付された身体障害者若し

くは身体障害者等と生計を一にす

る者若しくは身体障害者等（身体障

害者等のみで構成される世帯の者

に限る。）を常時介護する者の運転

免許証（以下この項において「運転

免許証」という。）又はこれらの者

の特定免許情報（同法第 95条の２第

２項に規定する特定免許情報をい

限までに市長に対して、身体障害者

福祉法（昭和 24年法律第 283号）第 1

5条の規定により交付された身体障

害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭

和 38年法律第 168号）第４条の規定

により戦傷病者手帳の交付を受け

ている者で身体障害者手帳の交付

を受けていないものにあつては、戦

傷病者手帳とする。以下この項にお

いて「身体障害者手帳」という。）、

厚生労働大臣の定めるところによ

り交付された療育手帳（以下この項

において「療育手帳」という。）又

は精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和 25年法律第 123号）

第 45条の規定により交付された精

神障害者保健福祉手帳（以下この項

において「精神障害者保健福祉手

帳」という。）及び道路交通法（昭

和 35年法律第 105号）第 92条の規定

により交付された身体障害者又は

身体障害者等と生計を一にする者

若しくは身体障害者等（身体障害者

等のみで構成される世帯の者に限

る。）を常時介護する者の運転免許

証（以下この項において「運転免許

証」という。）を提示するとともに、

次の各号に掲げる事項を記載した

申請書に減免を必要とする理由を



 

 

う。次項において同じ。）が記録さ

れた免許情報記録個人番号カード

（同法第 95条の２第４項に規定す

る免許情報記録個人番号カードを

いう。次項において同じ。）を提示

するとともに、次の各号に掲げる事

項を記載した申請書に減免を必要

とする理由を証明する書類を添付

して、提出しなければならない。  

証明する書類を添付して、提出しな

ければならない。  

(1)から (4)まで  略  (1)から (4)まで  略  

(5) 運転免許証又は道路交通法第

95条の２第２項第１号に規定する

免許情報記録（以下この号におい

て「免許情報記録」という。）の

番号、運転免許の年月日、運転免

許証又は免許情報記録の有効期限

並びに運転免許の種類及び条件が

附されている場合にはその条件  

(5) 運転免許証の番号、交付年月

日及び有効期限並びに運転免許の

種類及び条件が附されている場合

にはその条件  

(6) 略  (6) 略  

３  前項の場合において、免許情報記

録個人番号カードを提示したとき

は、当該免許情報記録個人番号カー

ドに記録された特定免許情報を確

認するために必要な措置を受けな

ければならない。  

 

４  略  ３  略  

５  略  ４  略  

（特別土地保有税の減免）  （特別土地保有税の減免）  

第 131条の３  略  第 131条の３  略  



 

 

２  前項の規定により特別土地保有

税の減免を受けようとする者は、納

期限までに、次に掲げる事項を記載

した申請書にその減免を受けよう

とする理由を証明する書類を添付

して市長に提出しなければならな

い。ただし、市長が、当該者が所有

し、又は取得する土地が同項各号の

いずれかに該当することが明らか

であり、かつ、特別土地保有税を減

免する必要があると認める場合は、

この限りでない。  

２  前項の規定により特別土地保有

税の減免を受けようとする者は、納

期限までに、次に掲げる事項を記載

した申請書にその減免を受けよう

とする理由を証明する書類を添付

して市長に提出しなければならな

い。ただし、市長が、当該者が所有

し、又は取得する土地が同項各号の

いずれかに該当することが明らか

であり、かつ、特別土地保有税を減

免する必要があると認める場合は、

この限りでない。  

(1) 納税義務者の住所、氏名又は

名称及び法人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律第２条

第 16項に規定する法人番号をい

う。以下この号において同じ。）

（法人番号を有しない者にあつて

は、住所及び氏名又は名称）  

(1) 納税義務者の住所、氏名又は

名称及び法人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律第２条

第 15項に規定する法人番号をい

う。以下この号において同じ。）

（法人番号を有しない者にあつて

は、住所及び氏名又は名称）  

(2)及び (3) 略  (2)及び (3) 略  

３  略  ３  略  

附  則  附  則  

（法附則第 15条第２項第１号等の

条例で定める割合）  

（法附則第 15条第２項第１号等の

条例で定める割合）  

第７条の２  略  第７条の２  略  

２から 16まで  略  ２から 16まで  略  

17 法附則第 15条第 36項の条例で定

める割合は、３分の２とする。  

17 法附則第 15条第 37項の条例で定

める割合は、３分の２とする。  



 

 

18 法附則第 15条第 37項の条例で定

める割合は、２分の１とする。  

18 法附則第 15条第 38項の条例で定

める割合は、２分の１とする。  

19 法附則第 15条第 40項の条例で定

める割合は、３分の１とする。  

19 法附則第 15条第 41項の条例で定

める割合は、３分の１とする。  

20 法附則第 15条第 41項の条例で定

める割合は、４分の３とする。  

20 法附則第 15条第 42項の条例で定

める割合は、４分の３とする。  

21及び 22 略  21及び 22 略  

（新築住宅等に対する固定資産税

の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告）  

（新築住宅等に対する固定資産税

の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告）  

第７条の３  略  第７条の３  略  

２から 13まで  略  ２から 13まで  略  

14 市長は、法附則第 15条の９の３第

１項に規定する特定マンションに

係る区分所有に係る家屋について

は、前項の申告書の提出がなかつた

場合においても、マンションの管理

の適正化の推進に関する法律（平成

12年法律第 149号）第５条の２第１

項に規定する管理組合の管理者等

から法附則第 15条の９の３第２項

に規定する期間内に施行規則附則

第７条第 17項各号に掲げる書類の

提出がされ、かつ、当該特定マンシ

ョンが法附則第 15条の９の３第１

項に規定する要件に該当すると認

められるときは、前項の規定にかか

わらず、同条第１項の規定を適用す

ることができる。  

 



 

 

15 略  14 略  

16 略  15 略  

 

附  則  

（施行期日）  

第１条  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

（固定資産税に関する経過措置）  

第２条  この条例による改正後の我孫子市税条例（以下「新条例」という。）

の規定中固定資産税に関する部分は、令和７年度以後の年度分の固定資産

税について適用し、令和６年度分までの固定資産税については、なお従前

の例による。  

（軽自動車税に関する経過措置）  

第３条  新条例第 82条（第１号に係る部分に限る。）の規定は、令和７年度

以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和６年度分までの

軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。  
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我孫子市税条例の一部を改正する条例に関する資料（令和７年３月３１日専決処分） 

番号 条番号 該当項目・改正内容 施行期日 

１ 第３６条の２ 

市民税の申告 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う改正 

   ・項ズレの反映 

令和 7年４月１日 

２ 第６３条の２ 

施行規則第 15条の 3第 3項並びに第 15条の 3の 2第 4項及び第 5項の規定による補正の方法の申出 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う改正 

  ・項ズレの反映 

令和 7年４月１日 

３ 第８２条 

種別割の税率 

 軽自動車税種別割の課税税率の区分の見直し 

    ・総排気量 125ｃｃ以下で最高出力を 4.0ｋｗ（50㏄相当）以下に制御したバイク（新基準原付バ

イク）に係る軽自動車税種別割の税率を年額 2 千円（50 ㏄原付と同額）とする区分を、新たに

設ける。 

※現行の 50 ㏄原付バイクは、令和 7 年 11 月排ガス規制への適合が困難であること等によ

り、今後の生産・販売の継続が困難となる。 

    ※令和 7年排出ガス規制 

       最高速度 100km/ｈ以下の二輪車は、炭化水素（ＨＣ）の規制値が 300 ミリグラムから

100 ミリグラムに厳格化される。この場合、現行の排気量 50 ㏄の原付 1 種では、技術

的に基準を満たすのが難しいとされている。 

       なお規制の対象は令和 7 年 11 月以降に生産されるものが対象でそれ以前に生産されて

いるものは規制の対象外になる。 

【改正（前）】 

車  種  区  分 税率（年税額） 

原動機付自転車 

第一種 一般原動機付自転車（排気量50cc 以下又は定格出

力0.6kw 以下） 
2,000円 

第一種 特定小型原動機付自転車（定格出力0.6kw 以下） 2,000円 

第二種乙（排気量90cc 以下又は定格出力0.8kw 以下） 2,000円 

第二種甲（排気量125cc 以下又は定格出力1.0kw 以下） 2,400円 

ミニカー 3,700円 

小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,400円 

令和 7年４月１日 



 2 

その他のもの 5,900円 

二輪の軽自動車（排気量125cc 超～250cc 以下） 3,600円 

二輪の小型自動車（排気量250cc 超） 6,000円 

トレーラー 3,600円 

 

                   

【改正（後）】 

車  種  区  分 税率（年税額） 

原動機付自転車 

第一種 

一般原動機

付自転車 

総排気量50cc 以下又は定格出力0.6kw 以下 

2,000円 総排気量が50cc 超～125cc以下かつ最高出力

が4.0kw 以下 

第一種 特定小型原動機付自転車（定格出力0.6kw 以下） 2,000円 

第二種乙（総排気量90cc 以下又は定格出力0.8kw 以下） 2,000円 

第二種甲（総排気量125cc 以下又は定格出力1.0kw 以下） 2,400円 

ミニカー 3,700円 

小型特殊自動車 
農耕作業用のもの 2,400円 

その他のもの 5,900円 

二輪の軽自動車（総排気量125cc 超～250cc 以下） 3,600円 

二輪の小型自動車（総排気量250cc 超） 6,000円 

トレーラー 3,600円 
 

４ 第８９条 

種別割の減免 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う改正 

・項ズレの反映 

令和 7年４月１日 

５ 第９０条 

身体障害者等に対する種別割の減免 

 道路交通法の改正に伴う改正 

  ・マイナ免許証の運用開始に伴う減免申請時の運転免許証の掲示義務に係る規定等の整備 

    （※）マイナ免許証 

     ・改正道路交通法の施行により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が 

      整備され、令和 7年 3月 24日より全国で運用開始になる。 

      以下の 3つの免許証の持ち方が可能になる 

令和 7年４月１日 
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① 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆるマイナ免許証のみ 

保有すること 

② マイナ免許証と運転免許証の双方を保有すること 

③ 従来の運転免許証のみを保有すること 

     ・自動車等の運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要がある。 

     ・一体化のメリット 

       ・住所・氏名の変更がワンストップ化され、市町村に届出をすれば免許センター等での

変更手続が不要になる。 

     ・免許更新時講習が一部オンラインで受講できるようになる等 

６ 第１３１条の３ 

特別土地保有税の減免 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う改正 

・項ズレの反映 

令和 7年４月１日 

７ 附則第７条の２ 

法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合 

地方税法附則第１５条の改正に伴い項番号に変更が生じたため、条例附則に規定する項番号も

それに合わせて整備する 

令和 7年４月１日 

８ 附則第７条の３ 

新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告 

改正マンション管理適正化法に基づく管理認定計画マンション等で一定の要件（※）を満たすマ 

ンションについて、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事（屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装 

等工事のこと）を令和 5年 4月 1日から令和 7年 3月 31日までに間に実施した場合に、当該大規模 

修繕工事が完了した翌年度分の建物に係る固定資産税額を減額する制度を令和 9年 3月 31日までに 

延長する改正。（1/6～1/2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合で減額。我孫子市は参 

酌割合の 1/3で定めているが、令和 5年度、6年度該当なし） 

   （※）一定の要件（対象となるマンションの要件） 

     ・建築後 20年以上が経過している 10戸以上のマンション 

     ・長寿命化工事を過去に 1回以上適切に実施し、工事の実施に必要な積立金を確保している 

・追加措置 

当該マンションの区分所有者から減額措置に係る申告書がない場合でも、マンション管理組合 

の管理者等から市町村長に必要書類等の提出があり、減額措置の要件に該当すると認められる 

ときは、減額措置の適用が可能になる規定の追加。 

令和 7年４月１日 



令和７年３月３１日公布 

我 孫 子 市 条 例 第 １ ９ 号 

我孫子市都市計画税条例の一部を改正する条例  

我孫子市都市計画税条例（昭和 36年条例第５号）の一部を次のように改正

する。  

 

改正後  改正前  

附  則  附  則  

（法附則第 15条第 36項の条例で定

める割合）  

（法附則第 15条第 37項の条例で定

める割合）  

４  法附則第 15条第 36項の条例で定

める割合は、３分の２とする。  

４  法附則第 15条第 37項の条例で定

める割合は、３分の２とする。  

（法附則第 15条第 37項の条例で定

める割合）  

（法附則第 15条第 38項の条例で定

める割合）  

５  法附則第 15条第 37項の条例で定

める割合は、２分の１とする。  

５  法附則第 15条第 38項の条例で定

める割合は、２分の１とする。  

（法附則第 15条第 41項の条例で定

める割合）  

（法附則第 15条第 42項の条例で定

める割合）  

６  法附則第 15条第 41項の条例で定

める割合は、４分の３とする。  

６  法附則第 15条第 42項の条例で定

める割合は、４分の３とする。  

（改修実演芸術公演施設に対する

都市計画税の減額の規定の適用を

受けようとする者がすべき申告）  

（改修実演芸術公演施設に対する

都市計画税の減額の規定の適用を

受けようとする者がすべき申告）  

７  法附則第 15条の 11第１項の改修

実演芸術公演施設について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、

同項に規定する利便性等向上改修

工事が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書

に高齢者、障害者等の移動等の円滑

７  法附則第 15条の 11第１項の改修

実演芸術公演施設について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、

同項に規定する利便性等向上改修

工事が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書

に高齢者、障害者等の移動等の円滑



化の促進に関する法律施行規則（平

成 18年国土交通省令第 110号）第 10

条第２項に規定する通知書の写し

及び主として劇場、音楽堂等の活性

化に関する法律（平成 24年法律第 49

号）第２条第２項に規定する実演芸

術の公演の用に供する施設である

旨を証する書類を添付して市長に

提出しなければならない。  

化の促進に関する法律施行規則（平

成 18年国土交通省令第 110号）第 10

条第２項に規定する通知書の写し

及び主として劇場、音楽堂等の活性

化に関する法律（平成 24年法律第 49

号）第２条第２項に規定する実演芸

術の公演の用に供する施設である

旨を証する書類を添付して市長に

提出しなければならない。  

(1) 納税義務者の住所、氏名又は

名称及び個人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成 2

5年法律第 27号）第２条第５項に規

定する個人番号をいい、当該書類

を提出する者の同項に規定する個

人番号に限る。以下この号におい

て同じ。）又は法人番号（同条第 1

6項に規定する法人番号をいう。以

下この号において同じ。）（個人

番号又は法人番号を有しない者に

あつては、住所及び氏名又は名称） 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は

名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しな

い者にあつては、住所及び氏名又

は名称）  

(2)から (6)まで  略  (2)から (6)まで  略  

（宅地化農地に対して課する都市

計画税の納税義務の免除等）  

（宅地化農地に対して課する都市

計画税の納税義務の免除等）  

19 法附則第 15条第１項、第９項、第

13項から第 17項まで、第 19項、第 20

項、第 24項、第 27項、第 31項から第

33項まで、第 36項、第 37項、第 41項

19 法附則第 15条第１項、第９項、第

13項から第 17項まで、第 19項、第 20

項、第 24項、第 27項、第 31項から第

34項まで、第 37項、第 38項、第 42項



若しくは第 44項、第 15条の２第２

項、第 15条の３又は第 63条の規定の

適用がある各年度分の都市計画税

に限り、第２条第２項中「又は第 33

項」とあるのは、「若しくは第 33項

又は附則第 15条から第 15条の３ま

で若しくは第 63条」とする。  

若しくは第 45項、第 15条の２第２

項、第 15条の３又は第 63条の規定の

適用がある各年度分の都市計画税

に限り、第２条第２項中「又は第 33

項」とあるのは、「若しくは第 33項

又は附則第 15条から第 15条の３ま

で若しくは第 63条」とする。  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の我孫子市都市計画税条例の規定は、令和７年度

以後の年度分の都市計画税について適用し、令和６年度分までの都市計画

税については、なお従前の例による。  
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我孫子市都市計画税条例の一部を改正する条例に関する資料（令和７年３月３１日専決処分） 

 

 

番号 条番号 該当項目・改正内容 施行期日 

１ 

附則第４項から

附則第６項まで

及び附則第１９

号 

 

地方税法附則第１５条の改正に伴い項番号に変更が生じたため、条例附則に規定する項番号もそ

れに合わせて整備するもの。 令和７年４月１日 

２ 附則第７項 

改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う改正 

 ・注釈の追加 令和７年４月１日 



令和７年３月２４日公布 

我孫子市規則第１２号 

庁用自動車管理規則の一部を改正する規則  

庁用自動車管理規則（平成 13年規則第 12号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（運転者の責務）  （運転者の責務）  

第８条  運転者は、常に道路交通法等

交通法令を遵守し、交通安全に努め

るとともに次に掲げる事項を遵守

しなければならない。  

第８条  運転者は、常に道路交通法等

交通法令を遵守し、交通安全に努め

るとともに次に掲げる事項を遵守

しなければならない。  

(1)及び (2) 略  (1)及び (2) 略  

(3) 運転の都度運行の記録を行

い、管理責任者の確認を受けるこ

と。  

(3) 庁用自動車運行日誌（様式第

１号）に必要事項を記入し、管理

責任者の確認を受けること。  

(4)から (6)まで  略  (4)から (6)まで  略  

（事故の処理及び報告）  （事故の処理及び報告）  

第 12条  略  第 12条  略  

２  略  ２  略  

３  第１項の規定による報告を受け

た所属長は、速やかに事故の状況を

調査し、庁用自動車事故報告書（様

式第１号）を作成し、管財担当課長

に提出しなければならない。  

３  第１項の規定による報告を受け

た所属長は、速やかに事故の状況を

調査し、庁用自動車事故報告書（様

式第２号）を作成し、管財担当課長

に提出しなければならない。  

（車両台帳の整備及び保管）  （車両台帳の整備及び保管）  

第 13条  略  第 13条  略  

２  管理責任者は、庁用自動車に異動

が生じたときは、庁用自動車台帳登

録事項異動報告書（様式第２号）を

作成し、管財担当課長に提出しなけ

２  管理責任者は、庁用自動車に異動

が生じたときは、庁用自動車台帳登

録事項異動報告書（様式第３号）を

作成し、管財担当課長に提出しなけ



ればならない。  ればならない。  

（補則）  （補則）  

第 15条  この規則に定めるもののほ

か、庁用自動車の運行及び管理に関

し必要な事項は、市長が別に定め

る。  

第 15条  この規則に定めるもののほ

か必要な事項は、市長が別に定め

る。  

様式第１号を削り、様式第２号を様式第１号とし、様式第３号を様式第２

号とする。  

附  則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  



令和７年３月３１日公布 

我 孫 子市 条 例第 ２０ 号 

我孫子市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

我孫子市国民健康保険税条例（昭和 34年条例第２号）の一部を次のように

改正する。  

 

改正後  改正前  

（課税額）  （課税額）  

第２条  略  第２条  略  

２  前項第１号の基礎課税額は、世帯

主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保

険の被保険者につき算定した所得

割額並びに被保険者均等割額及び

世帯別平等割額の合算額とする。た

だし、当該合算額が 66万円を超える

場合においては、基礎課税額は、66

万円とする。  

２  前項第１号の基礎課税額は、世帯

主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保

険の被保険者につき算定した所得

割額並びに被保険者均等割額及び

世帯別平等割額の合算額とする。た

だし、当該合算額が 65万円を超える

場合においては、基礎課税額は、65

万円とする。  

３  第１項第２号の後期高齢者支援

金等課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に

属する被保険者につき算定した所

得割額及び被保険者均等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が

26万円を超える場合においては、後

期高齢者支援金等課税額は、26万円

とする。  

３  第１項第２号の後期高齢者支援

金等課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に

属する被保険者につき算定した所

得割額及び被保険者均等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が

24万円を超える場合においては、後

期高齢者支援金等課税額は、24万円

とする。  

４  略  ４  略  

（国民健康保険税の減額）  （国民健康保険税の減額）  

第 21条  次の各号のいずれかに掲げ 第 21条  次の各号のいずれかに掲げ



る国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額

は、第２条第２項本文の基礎課税額

からア及びイに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が 66

万円を超える場合には、 66万円）、

同条第３項本文の後期高齢者支援

金等課税額からウに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額

が 26万円を超える場合には、 26万

円）並びに同条第４項本文の介護納

付金課税額からエに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額

が 17万円を超える場合には、 17万

円）の合算額とする。  

る国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額

は、第２条第２項本文の基礎課税額

からア及びイに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が 65

万円を超える場合には、 65万円）、

同条第３項本文の後期高齢者支援

金等課税額からウに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額

が 24万円を超える場合には、 24万

円）並びに同条第４項本文の介護納

付金課税額からエに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額

が 17万円を超える場合には、 17万

円）の合算額とする。  

(1) 略  (1) 略  

(2) 法第 703条の５第１項に規定

する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、 43万円（納税義務者

並びにその世帯に属する国民健康

保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあつては、 43万円

に当該給与所得者等の数から１を

減じた数に 10万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及

び特定同一世帯所属者１人につき

305,000円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者（前号

(2) 法第 703条の５第１項に規定

する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、 43万円（納税義務者

並びにその世帯に属する国民健康

保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあつては、 43万円

に当該給与所得者等の数から１を

減じた数に 10万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及

び特定同一世帯所属者１人につき

295,000円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者（前号



に該当する者を除く。）  に該当する者を除く。）  

アからエまで  略  アからエまで  略  

(3) 法第 703条の５第１項に規定

する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、 43万円（納税義務者

並びにその世帯に属する国民健康

保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあつては、 43万円

に当該給与所得者等の数から１を

減じた数に 10万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及

び特定同一世帯所属者１人につき

56万円を加算した金額を超えない

世帯に係る納税義務者（前２号に

該当する者を除く。）  

(3) 法第 703条の５第１項に規定

する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、 43万円（納税義務者

並びにその世帯に属する国民健康

保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあつては、 43万円

に当該給与所得者等の数から１を

減じた数に 10万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及

び特定同一世帯所属者１人につき

545,000円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者（前２

号に該当する者を除く。）  

アからエまで  略  アからエまで  略  

２及び３  略  ２及び３  略  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の我孫子市国民健康保険税条例の規定は、令和７

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの

国民健康保険税については、なお従前の例による。  



令和７年３月２７日公示 

我孫子市告示第９２号 

我孫子市子育て世帯訪問支援事業実施要綱  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第６条の３第 19

項に規定する子育て世帯訪問支援事業として、家事及び育児に対して不安

や負担を抱える子育て家庭並びに妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の

居宅において、家事、育児等の支援を行う我孫子市子育て世帯訪問支援事

業（以下「事業」という。）を実施することに関し、必要な事項を定める

ものとする。  

（支援対象世帯）  

第２条  事業の対象となる世帯（以下「支援対象世帯」という。）は、事業

を利用する日において本市に居住している者であって、次の各号のいずれ

かに該当するものが属する世帯とする。  

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童又はその

おそれのある児童の保護者  

(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある児童その他の保護

者の養育を支援することが特に必要と認められる児童又はそのおそれの

ある児童の保護者  

(3) 若年妊婦その他の出産後の養育について出産前において支援を行う

ことが特に必要と認められる妊婦  

(4) ヤングケアラーである児童又は保護者の疾病等により保護者に監護

させることが不適当であると認められる児童  

(5) 家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられず、支援を必要とす

る産婦  

(6) その他市長が特に支援が必要と認める者  

（事業の内容）  

第３条  事業は、次に掲げる支援を家庭の状況に合わせて包括的に実施する。 

(1) 家事支援（食事の準備及び片付け、衣類等の洗濯及び補修、居室等の



掃除及び整理整頓並びに生活必需品の買物の代行をいう。）  

(2) 育児及び養育支援（授乳の世話、おむつ交換及び排せつの介助、衣類

の着脱、入浴及び沐
もく

浴の介助、保育所等の送迎等並びに適切な育児環境

の整備をいう。）  

(3) 子育て等に関する不安又は悩みの傾聴、相談又は助言（保健師等の専

門職による対応が必要な専門的な内容を除く。）  

(4) 地域の母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報提供  

(5) その他家事又は育児に関し市長が特に必要と認める支援  

２  事業は、保護者の在宅時に実施する。ただし、保育所等の送迎、ヤング

ケアラーの負担軽減等のやむを得ない事情があるときは、あらかじめ保護

者の同意を得た上で、保護者の不在時に事業を実施する。  

３  感染症にかかっている、又はかかっている疑いがある者が支援対象世帯

の居宅にいる場合において、適切な支援が困難であるときは、事業は実施

しない。  

（事業を利用できる日、時間、回数等）  

第４条  事業は、次に掲げる日を除いた月曜日から金曜日までの午前９時か

ら午後７時までの間で、１の支援対象世帯につき１日１回２時間まで利用

することができる。  

(1) 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日  

(2) 12月 29日から翌年の１月３日まで（前号に掲げる日を除く。）  

２  事業を利用できる期間は、支援対象世帯の状況に応じて設定する。ただ

し、支援対象世帯が第２条第５号に該当する場合は、原則として産後２月

（多胎の場合にあっては、６月）までの間に 28日（多胎の場合にあっては、

56日）とする。  

３  市長は、前２項の規定にかかわらず、事業の運用上必要があるときは、

これを変更することができる。  

（利用申請等）  



第５条  事業を利用しようとする支援対象世帯に属する者は、我孫子市子育

て世帯訪問支援事業利用申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付し、

市長に提出しなければならない。  

(1) 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）による被保護世帯に属する者に

あっては、当該事実を証する書類  

(2) その他市長が必要があると認める書類  

２  市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその利用の可

否を決定し、我孫子市子育て世帯訪問支援事業利用決定（却下）通知書（様

式第２号）により当該申請をした者に通知するものとする。  

３  前項の規定により事業の利用の決定を受けた者（以下「利用者」という。）

は、当該利用の決定を受けた内容を変更しようとするときは、我孫子市子

育て世帯訪問支援事業利用変更申請書（様式第３号）により市長に申請し

なければならない。この場合において、新たに生活保護法による被保護世

帯に属することとなった者は、当該事実を証する書類を添付しなければな

らない。  

４  市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその変更の可

否を決定し、我孫子市子育て世帯訪問支援事業利用変更決定（却下）通知

書（様式第４号）により利用者に通知するものとする。  

（利用者負担額等）  

第６条  利用者は、事業の利用に要した費用として、利用者の属する次の表

の左欄に掲げる世帯の区分に応じ、同表の右欄に掲げる１時間当たりの額

に利用した月ごとの合計利用時間を乗じて得た額（以下「利用者負担額」

という。）を負担しなければならない。この場合において、利用した月ご

との合計時間数に１時間未満の端数が生じたときは、その端数が 30分以上

のときは１時間とし、 30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。  

世帯の区分  １時間当たりの額  

生活保護法による被保護世帯  ０円  



当該年度分（利用した日の属する月が

４月から６月までの場合にあっては、

前年度分。以下同じ。）の市町村民税

が非課税（全部免除された場合を含

む。）である世帯  

０円  

当該年度分の市町村民税所得割課税額

が 77,101円未満の世帯  

500円  

上記以外の世帯  500円  

２  利用者は、前項に規定する利用者負担額とは別に、食材料費、光熱水費

及び買物に係る実費を負担しなければならない。  

（利用の取りやめ等）  

第７条  利用者は、自己の都合により事業の利用を取りやめようとするとき

は、利用を予定する日の前日の午後５時までに市長に届け出なければなら

ない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限り

でない。  

２  利用者は、前項本文に規定する期限までに届け出ずに事業を利用しなか

ったときは、体調不良等のやむを得ない場合を除き、事業を１時間利用し

た場合の利用者負担額及び利用しないことが判明した時点までに市が既に

負担した前条第２項に規定する実費に相当する額を負担しなければならな

い。  

（利用決定の取消し）  

第８条  市長は、支援対象世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、事

業の利用の決定を取り消すことができる。  

(1) 第２条に規定する支援対象世帯の要件に該当しなくなったとき。  

(2) その他事業を実施することが不適当と認められるとき。  

２  市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、我孫子市子

育て世帯訪問支援事業利用決定取消通知書（様式第５号）により利用者に



通知するものとする。  

（補則）  

第９条  この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市

長が別に定める。  

附  則  

この告示は、令和７年４月１日から施行する。  

 



様式第１号（第５条関係） 
（表） 

 
我孫子 市子 育て 世帯訪 問支 援 事 業利用 申請 書  

 
  年  月  日  

我孫子市長 あて 
 

申請者 住 所 我孫子市 
氏 名 
連絡先 

 
我孫子市子育て世帯訪問支援事業を利用したいので、次のとおり申請します。 

家
族
状
況 

氏    名 続 柄 
生年月日 

（出産予定日） 
勤務先・保育園・学校等 

（出生前の場合、出産医療機関名） 

    

    

    

    

    

申 請
理 由 

 

希 望
す る
支 援

内 容 

□家事支援
（                              ） 
□育児及び養育支援
（                              ） 

□その他支援
（                              ） 

希望する期間   年  月  日から  年  月  日まで（  日間） 

緊急連
絡先 

ふりがな 
氏 名 

 
続
柄 

 
電 話
番 号 

 

添付書類 

１ 当該年度分の市町村民税の課税状況が分かる書類（利用する日の属する年

(利用する日の属する月が４月から６月までの場合にあっては、その前年)

の１月１日において我孫子市に住所を有する者で、裏面の同意書により同

意した場合は、省略可） 

２ 生活保護世帯の場合は、受給中であることが分かる書類（裏面の同意書に

より同意した場合は、省略可）  



（裏） 

 

同 意 書 

この申請書の内容及び我孫子市子育て世帯訪問支援事業の利用に必要な情

報を市が訪問支援員、関係機関等に提供すること並びに利用者の健康状態に係

る情報を訪問支援員、関係機関等が市に提供することに同意します。 

 

 我孫子市長 あて 

 

申請者氏名           

 

 

同 意 書 

 私は、我孫子市子育て世帯訪問支援事業の利用申請の審査に当たり、市民税

の課税状況又は生活保護世帯の該当の有無について、市が保有する公簿等によ

り市職員が確認することに同意します。  

 

 我孫子市長 あて 

 

申請者氏名            世帯員氏名          ○印  

世帯員氏名          ○印  世帯員氏名          ○印  

世帯員氏名          ○印  世帯員氏名          ○印  

 

※ この同意書には、申請者が記名をし、及び同一世帯に属する方全員が記名

押印又は署名をしてください。ただし、 18 歳未満の方については、親権者

が代わって、申請者氏名欄に記名又は世帯員氏名欄に記名押印又は署名をす

ることができます。 



様式第２号（第５条関係） 

 

我孫子市子育て世帯訪問支援事業 利用決定（却下） 通知書  

 

第     号  

令和  年  月  日  

           様  

 

我孫子市長          □印  

 

令和  年  月  日付けで申請のあった我孫子市子育て世帯訪問支援事

業の利用について、次のとおり決定（却下）したので通知します。  

 

１ 決定  

利 用 者  

住 所   

氏 名   

利用期間  令和  年  月  日～令和  年  月  日（  日間） 

支援内容  

 

 

 

利 用 者  

負 担 額  
１時間当たり            円  

備考  

１ 利用した月ごとの合計時間数に１時間未満の端数が生じた場合は、その

端数が 30 分以上のときは１時間とし、30 分未満のときは切り捨てて計算

します。 

２ 利用を取りやめる場合は、利用を予定する日の前日の午後５時までに届

け出てください。利用を予定する日の前日の午後５時までに届出をしない

で利用しなかった場合は、体調不良等のやむを得ない場合を除き、１時間

分の利用者負担額及び実費の負担が生じます。 

 

２ 却下  

理由  

 



様式第３号（第５条関係） 
（表） 

 
我孫子 市子 育て 世帯訪 問支 援事 業利用 変更 申請 書  

 
  年  月  日  

我孫子市長 あて 
 

申請者 住 所 我孫子市 
氏 名 
連絡先 

 
    年  月   日付け   第   号により我孫子市子育て世帯訪

問支援事業の利用の決定を受けましたが、申請に係る事項を変更したいので、次
のとおり申請します。 

変
更
理
由 

 
 
 
 
 

変
更
内
容 

（変更前） 
 

 
 
 
 
（変更後） 
 
 
 
 
 

添付書類 

１ 当該年度分の市町村民税の課税状況が分かる書類（利用する日の属する年

(利用する日の属する月が４月から６月までの場合にあっては、その前年)

の１月１日において我孫子市に住所を有する者で、裏面の同意書により同

意した場合は、省略可） 

２ 新たに生活保護世帯になった場合は、受給中であることが分かる書類（裏

面の同意書により同意した場合は、省略可）  

  



（裏） 

 

同 意 書 

この申請書の内容及び我孫子市子育て世帯訪問支援事業の利用に必要な情

報を市が訪問支援員、関係機関等に提供すること並びに利用者の健康状態に係

る情報を訪問支援員、関係機関等が市に提供することに同意します。 

  

我孫子市長 あて 

 

申請者氏名           

 

 

 

同 意 書 

 私は、我孫子市子育て世帯訪問支援事業利用申請の審査に当たり、市民税の

課税状況又は生活保護世帯の該当の有無について、市が保有する公簿等により

市職員が確認することに同意します。 

 

 我孫子市長 あて 

 

申請者氏名            世帯員氏名          ○印  

世帯員氏名          ○印  世帯員氏名          ○印  

世帯員氏名          ○印  世帯員氏名          ○印  

 

※ この同意書には、申請者が記名をし、及び同一世帯に属する方全員が記名

押印又は署名をしてください。ただし、 18 歳未満の方については、親権者

が代わって、申請者氏名欄に記名又は世帯員氏名欄に記名押印又は署名をす

ることができます。 



様式第４号（第５条関係） 

 

我孫子市子育て世帯訪問支援事業利用変更決定（却下）通知書  

 

第     号  

令和  年  月  日  

           様  

 

我孫子市長          □印  

 

令和  年  月  日付けで変更の申請のあった我孫子市子育て世帯訪問

支援事業の利用について、次のとおり決定（却下）したので通知します。  

 

１ 決定  

利 用 者  

住 所   

氏 名   

利用期間  令和  年  月  日～令和  年  月  日（  日間） 

支援内容  

 

 

 

利 用 者  

負 担 額  
１時間当たり            円  

備考  

１ 利用した月ごとの合計時間数に１時間未満の端数が生じた場合は、その
端数が 30 分以上のときは１時間とし、30 分未満のときは切り捨てて計算

します。 
２ 利用を取りやめる場合は、利用を予定する日の前日の午後５時までに届
け出てください。利用を予定する日の前日の午後５時までに届出をしない
で利用しなかった場合は、体調不良等のやむを得ない場合を除き、１時間
分の利用者負担額及び実費の負担が生じます。 

 

２ 却下  

理由  

 



様式第５号（第８条関係） 
 

我孫子市子育て世帯訪問支援事業利用 決定取消通知書  
 

第     号  
令和  年  月  日  

 
           様 
 

我孫子市長          □印     
 

 
令和   年   月   日付け    第    号により決定した我孫子市子育

て世帯訪問支援事業の利用について、次のとおり取り消したので通知します。 
 

利 用 者 

氏 名  

住 所  

利 用 決 定 を 
取 り 消 し た 

利 用 予 定 日 

令和  年   月   日 

取 消 理 由  

 

 

 



資料　１

放射能対策　令和6年度の取組状況

No. 担当課 取組方針 令和2年度から6年度の取組状況

子どもが多く利用する施

設等の定期的な放射線量

測定

生活衛生課

　令和２年度まで小中学校、公園等すべての施設を年１回各課

で測定を実施していた。（258施設）

　令和３年度から施設ごとの区分を取り払い、我孫子地区、天

王台地区、湖北地区、新木地区、布佐地区の５地区について、

代表点を設定し、そこを定点観測地点として実施。（15施設）

　令和６年度から除染後のモニタリングとして継続するものの

事業としては終了。

R3年度　各地区0.06～0.07μSv/h

R4年度　各地区0.06～0.07μSv/h

R5年度　各地区0.06～0.07μSv/h

R6年度　未実施（環境省依頼の保管状況の調査を実施）

手賀沼沿いでの空間線量

測定
生活衛生課 年1回手賀沼沿い14カ所での空間線量の測定

（平均値、高さ50cm）

R2…0.071μSv/h　R3…0.053μSv/h　R4…0.059μSv/h　R5

…0.060μSv/h　R6…0.060μSv/h

2 生活衛生課
放射線量測定器の貸出しを希望する市民等に、1泊2日を基本と

して測定器を貸出

（貸出件数）

R2…6件、R3…8件、R4…1件　R5…3件

R6年…１件

3
手賀沼課資源循環

推進室

・搬出物となるごみ焼却灰、剪定枝木チップ、不燃ごみの放射

性物質検査を月1回検査

R6　最高検出値(ﾍﾞｸﾚﾙ/kg) 　R7.1月末まで

　〇ごみ焼却灰

　・主灰…89(R6年5月)

　・飛灰…620(R6年5月)

　〇剪定枝木ﾁｯﾌﾟ

　・搬入物…130(R6年12月)

　・ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ保管物…保管なし

　〇不燃ごみ…不検出

4
手賀沼課資源循環

推進室

・剪定枝木を可燃ごみと分けて回収・チップ化し最終処分（平

成24年6月から開始）

・令和5年度から雑草・枯葉は焼却処分とし、剪定枝木のみの処

分とする。

剪定枝木チップ処分量

R3…5,542t（委託3,471t、焼却2,071t）

R4…5,832t（委託3,385t、焼却2,447t）

R5…1,243t（委託分）

R6…1,183t（R7.3月末まで）

ごみ焼却灰などの放射性物質検査

廃棄物の放射性物質濃度低減に向けた取

り組み（剪定枝木の処分）

取組項目

1
空間線量の測

定

放射線量測定機器の貸出

我孫子市生活衛生課生活環境係



資料　１

放射能対策　令和6年度の取組状況

No. 担当課 取組方針 令和2年度から6年度の取組状況取組項目

5 水道局工務課
湖北台浄水場の原水(地下水)と浄水の放射物質検査を年4回実施

（令和5年度から）

・R2～R3：2検体×12回（1ヶ月に1回実施)

・R4　　 ：2検体×6回  （2ヶ月に1回実施）

・R5～R6：2検体×4回  （3ヶ月に1回実施）

・平成23年3月以降不検出を継続

6 生活衛生課

・各校・各園で希望する食材の検査を実施する

・検査は農政課で行い、結果の公表は生活衛生課で必要に応じ

て実施

・保育園等で自家栽培したものを実施

R3…3件、R4…1件、R5…0件、R6…０件

・結果の公表なし

7 農政課
・農業者からの検査希望食材（主に出荷証明書が必要なタケノ

コ・シイタケ等）について検査を実施する。

R2…243検体（給食食材移管分含む）　R3…49検体

R4…52検体　　R5…38検体　R6…39検体

8 生活衛生課
・毎週月曜日に受付

・検査は農政課で行う

R2…13検体　R3…３検体　R4…4検体　R5…5検体

R6…7検体

9 健康づくり支援課

平成4年4月2日から平成23年4月1日までの間に生まれ、原発事

故当日と検査日において我孫子市に住民登録のある方を対象

に、甲状腺超音波検査と血液検査を併せて検査した場合の費用

の一部を助成(助成額…5,000円)。

R2…2件　R3…3件　R4…０件　R5…4件

R6…0件

10

生活衛生課・手賀

沼課資源循環推進

室・水道局

国・県の補助金等の対象とならない放射能対策経費について、

東京電力に賠償請求を行う

11
手賀沼課資源循環

推進室

関係市と連携を図りながら、長期管理施設の早期確保を国に要

望していく

令和4年3月29日、環境大臣あての要望書提出

令和6年2月5日、環境大臣あての要望書提出

東京電力への放射能対策経費の賠償請求

指定廃棄物の長期管理施設の早期確保に

係る国への要望

浄水と原水の放射性物質検査

給食食材の放射性物質検査

我孫子市産農産物の放射性物質検査

市民等が持ち込む食品・飲料物の放射性

物質検査

甲状腺検査費用の一部助成

我孫子市生活衛生課生活環境係



資料２ 

 

我孫子市生活衛生課生活環境係 

 

除去土壌の埋立処分基準（案）について 

 

平成 27年度から環境省環境回復検討会で検討していた除去土壌の埋立処分基

準が令和 7年度当初に決定される予定。 

 

１ 除去土壌等の現場保管の状況と管理の実態に関する現地調査の実施 

環境省の依頼により除去土壌を保管している各市で令和 6 年 7 月末まで実施。

内容は 

① 保管・管理の状況（囲いの有無、立入制限の有無、表示の有無、定期点検の

頻度等） 

② 保管場所の写真撮影 

③ 保管場所の空間線量の測定 

④ 施設管理者等への説明の実施 

 

＜我孫子市での実施状況＞ 

施設区分 施設数 埋設地点数 空間線量（最高地点） 

小・中学校 19 25 0.07μSv 

保育園・幼稚園 13 13 0.07μSv 

公園 108 143 0.09μSv 

その他の施設 5 5 0.11μSv 

県有施設 5 5 0.09μSv 

合計 150 191 － 

 

 

２ 除去土壌の埋立処分基準（案）について 

(1)スケジュール 

 1月 17日～2月 15日 放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案のパブリッ

クコメント 

2月 21日 除染ガイドライン、補助金要綱改正の市町村への説明会 

 その後、放射性物質汚染対処特措法施行規則の改正、除染ガイドラインの改正

を予定。 

 

(2)除去土壌の埋立処分基準（案）のポイント 

① 地下水汚染の防止（溶出試験で放射性セシウムが出なければ、遮水シート

なしでそのまま埋設できることになる。） 



資料２ 

 

我孫子市生活衛生課生活環境係 

 

② 工事中の飛散・流失の防止。 

③ 工事中の生活環境の保全（騒音・振動・悪臭など）。 

④ 周辺の柵の設置、埋立処分地であることの表示。 

⑤ 開口部の閉鎖（30cm以上の覆土）。 

⑥ 空間線量の測定（工事終了後は年に 1回） 

⑦ 記録・文書図面の保管 

 

(3)当面の対応について 

・近隣市でも、当市同様に除染時に地下に除去土壌を埋設し保管している。

近隣市での対応状況を踏まえ方針を決めていく必要がある。 

・200カ所近くある埋設地点を集約化することは、処分先の確保や工事に係る

経費など困難であり現実的でない。 

・民有地での保管（保育園・幼稚園など 10地点）場所について、土地利用の

改変時に適切な対応が求められる。 

 

※ その後、放射性物質汚染対処特措法施行規則、除染ガイドラインは 3 月 28

日に公布、4月 1日から施行されている。 

 

以上 

 

 

 

 



資料 ３ 

我孫子市生活衛生課生活環境係 

令和 7年度の放射能対策事業について 

 

平成２６年１月に公共施設・民有地の除染が完了し１1 年が経過しました。そ

の間に原子力発電所事故に伴う市民の不安も沈静化しており、それは相談や要

望、放射線量測定器の貸出、持込みの食品・飲用水の放射性物質検査などの件数

の減少に表れています。また、手賀沼底質の放射性物質濃度に低減がみられ、令

和５年３月には手賀沼流域のウナギ、6 年 10 月には全魚種の出荷制限が解除さ

れました。 

このような状況をうけ令和３年度以降大幅な事業の終了や見直し・縮小を図

ってきました。そのため現在行われている放射能対策事業は、将来的な汚染状況

重点調査地域指定解除までの継続的な調査、県や関係機関からの要請に基づく

事業、経費的な負担が僅かな検査やサービスとなっています。 

一方、平成２７年度以降環境省で検討してきた除染土壌の処分基準が令和７

年度中に策定される予定ですが、百カ所以上ある地下埋設地点での「保管」につ

いて、集約しての「処分」は現実的でなく、対応を検討する必要があります。 

 

以上のような状況を踏まえ令和７年度の放射能対策を次のように進めていき

ます。 

（１）令和７年度の放射能対策は、引き続き前年度の事業を実施するものの、

状況に応じ事業の縮小を図っていきます。 

 

・空間線量の測定の内「子どもが多く利用する施設等の定期的な放射線量

測定」を令和６年度で終了。 

 

（２）除染を実施した施設で埋設保管している除去土壌の処分については同

様な状況にある近隣市の状況を踏まえ対応を検討していきます。 

 

以上 

 



令和７年３月２６日公示 

我孫子市告示第８４号 

 

我孫子市木造住宅耐震改修等助成金交付等実施要綱の一部を改正する

告示  

我孫子市木造住宅耐震改修等助成金交付等実施要綱（平成 21年告示第 59号）

の一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

目次  目次  

第１章  略  第１章  略  

第２章  耐震診断に要する経費の

助成（第３条―第 12条）  

第２章  耐震診断に要する経費の

助成（第３条―第 11条）  

第３章  耐震改修工事に要する経

費の助成（第 13条―第 20条

の２）  

第３章  耐震改修工事に要する経

費の助成（第 12条―第 20条） 

第４章から第７章まで  略  第４章から第７章まで  略  

附則  附則  

（診断助成対象住宅等）  （診断助成対象住宅等）  

第３条  診断助成金は、次の各号のい

ずれにも該当する木造住宅（以下

「診断助成対象住宅」という。）に

対し木造住宅耐震診断士が行う耐

震診断に要した費用について、交付

する。  

第３条  診断助成金は、次の各号のい

ずれにも該当する木造住宅（以下

「診断助成対象住宅」という。）に

対し木造住宅耐震診断士が行う耐

震診断に要した費用について、交付

する。  

(1)及び (2) 略  (1)及び (2) 略  

(3) 昭和 56年５月 31日以前の旧耐

震基準（建築基準法施行令の一部

を改正する政令（昭和 55年政令第 1

96号）による改正前の耐震基準を

いう。以下同じ。）に基づいて建

(3) 昭和 56年５月 31日以前の旧耐

震基準（建築基準法施行令の一部

を改正する政令（昭和 55年政令第 1

96号）による改正前の耐震基準を

いう。以下同じ。）に基づいて建



築されたものであって、かつ、昭

和 56年６月１日以降に増築又は改

築をされていない建築物であるこ

と。  

築されたものであって、かつ、昭

和 56年６月１日以降に増改築され

ていない建築物であること。  

(4)及び (5) 略  (4)及び (5) 略  

（診断助成対象経費及び助成額）  （診断助成対象経費及び助成額）  

第５条  診断助成金の対象となる経

費（以下「診断助成対象経費」とい

う。）は、耐震診断に要する費用の

うち木造住宅耐震診断士に支払う

べき額とする。  

第５条  診断助成金の対象となる経

費（以下「診断助成対象経費」とい

う。）は、耐震診断に要する費用の

うち木造住宅耐震診断士に支払っ

た額とする。  

２  略  ２  略  

（診断助成金の代理受領）   

第 12条  診断助成事業者は、診断助成

金の請求及び受領を当該診断助成

金に係る耐震診断を行った木造住

宅耐震診断士に委任することがで

きる。  

 

２  前項の規定による委任を行った

場合における第９条第１項の規定

の適用については、同項第２号中

「及び領収書の写し」とあるのは、

「、木造住宅耐震診断士に請求及び

受領を委任した診断助成金の額が

記載された委任状の写し並びに当

該契約書に記載された契約の額か

ら当該請求及び受領を委任した額

を減じて得た額に係る領収書の写

し」とする。  

 



３  第１項の規定により委任を受け

た木造住宅耐震診断士が前条の規

定による請求をするときは、我孫子

市木造住宅耐震診断助成金交付請

求書に、前項の委任状を添付しなけ

ればならない。  

 

（改修助成対象住宅等）  （改修助成対象住宅等）  

第 13条  略  第 12条  略  

 第 13条  削除  

（改修助成対象経費及び助成額）  （改修助成対象経費及び助成額）  

第 14条  改修助成金の対象となる経

費（以下「改修助成対象経費」とい

う。）は、耐震改修工事に要する経

費のうち設計監理者及び施工事業

者（以下「耐震改修事業者」という。）

に支払うべき額とする。  

第 14条  改修助成金の対象となる経

費（以下「改修助成対象経費」とい

う。）は、耐震改修工事に要する経

費のうち設計監理者及び施工事業

者（次条第１項において「耐震改修

事業者」という。）に支払った額と

する。  

２  改修助成金の額は、次に掲げる額

の合計額とする。  

２  改修助成金の額は、次に掲げる額

の合計額とする。  

(1) 改修助成対象経費の５分の４

の額（その額に 1,000円未満の端数

があるときは、これを切り捨てた

額）とし、 100万円を限度とする。 

(1) 改修助成対象経費の２分の１

の額（その額に 1,000円未満の端数

があるときは、これを切り捨てた

額）とし、 50万円を限度とする。  

(2) 略  (2) 略  

３  略  ３  略  

（改修助成金の代理受領）   

第 20条の２  改修助成事業者は、改修

助成金の請求及び受領を当該改修

助成金に係る耐震改修工事を行っ

 



た耐震改修事業者に委任すること

ができる。  

２  前項の規定により耐震改修事業

者（設計監理者に限る。）に委任を

行った場合における第 18条第１項

の規定の適用については、同項第３

号中「並びに領収書の写し」とある

のは、「、設計監理者に請求及び受

領を委任した改修助成金の額が記

載された委任状の写し並びに当該

契約書に記載された契約の額から

当該請求及び受領を委任した額を

減じて得た額に係る領収書の写し」

とする。  

 

３  第１項の規定により耐震改修事

業者（施工事業者に限る。）に委任

を行った場合における第 18条第１

項の規定の適用については、同項第

４号中「及び領収書の写し」とある

のは、「、施工事業者に請求及び受

領を委任した改修助成金の額が記

載された委任状の写し並びに当該

契約書に記載された契約の額から

当該請求及び受領を委任した額を

減じて得た額に係る領収書の写し」

とする。  

 

４  第１項の規定により委任を受け

た耐震改修事業者が前条の規定に

よる請求をするときは、我孫子市木

 



造住宅耐震改修工事助成金交付請

求書に、第２項又は前項の委任状を

添付しなければならない。  

 様式第５号中「写し」を「写し※」に、  

「  

備考  

 

 

」を  

「  

備考  

 

 

 ※  診断助成金の請求及び受領を木造住宅耐震診断士に委任する場

合は、請求及び受領を委任する額が記載された委任状の写し並びに

契約額から当該請求及び受領を委任する額を差し引いた額の領収

書の写し  

」に  

改める。  

 様式第７号中「第 11条関係」を「第 11条・第 12条関係」に、  

「請求者      「請求者※  

住  所       住  所               

氏  名       氏  名            

電  話        電  話  

※  委任を受けた木造住宅耐震診断士が請求するときは、勤

務先の所在地、氏名及び電話番号を記入  

」を                       」に、  

「添付書類  我孫子市木造住宅耐震改修工事助成金確定通知書の写し」を  



「添付書類  

  １  我孫子市木造住宅耐震診断助成金確定通知書の写し  

  ２  診断助成金の請求及び受領を木造住宅耐震診断士に委任する場  

合は委任状                         」に

改める。  

 様式第８号（表）中  

「                「  

 (Ａ )     円  ×１／２    (Ａ )      円  ×４／５  

               」を                」に、  

「 500,000円」を「 1,000,000円」に改める。  

 様式第 12号を次のように改める。  

 



様式第 12 号（第 18 条関係） 

（表） 

我孫子市木造住宅耐震改修工事助成事業実績報告書  

年  月  日  

我孫子市長 あて 

報告者               

住 所            

氏 名         

電 話            

      年  月  日付け我孫子市指令（  ）第  号で決定のあった

我孫子市木造住宅耐震改修工事助成事業については、事業が完了したので、次の

とおり報告します。 
 

木 造 住 宅 耐 震 

改 修 工 事 

着 工 年 月 日 

完 了 年 月 日 

年     月     日 

年     月     日 

助成金交付決定額  

助 成 対 象 経 費  

施 工 事 業 者 
登録番号 

事業者名 

添 付 書 類 
１ 施工前及び施工後の写真 

２ 使用した材料の仕様等 

３ 設計・監理に係る契約書及び領収書の写し※１  

４ 耐震改修工事に係る契約書及び領収書の写し※２ 

５ 耐震改修工事の工事内訳書（耐震改修工事とリフォ

ーム工事は区分すること。） 

６ その他市長が必要があると認める書類  

備  考 

 
※１ 改修助成金の請求及び受領を設計監理者に委任する場合は、請求及び受領を委任する額が記載

された委任状の写し並びに設計・監理に係る契約額から当該請求及び受領を委任する額を差し引

いた額の領収書の写し 

※２ 改修助成金の請求及び受領を施工事業者に委任する場合は、請求及び受領を委任する額が記載

された委任状の写し並びに耐震改修工事に係る契約額から当該請求及び受領を委任する額を差し

引いた額の領収書の写し 

 



（裏） 

【耐震性能の確認】 

本件の耐震改修工事助成事業は、耐震改修工事の設計図書に基づき工事が施

工されており、耐震補強後の耐震評点（ 1.0 以上）を有することを証します。 

 

  資 格：耐震診断士登録番号 第     号 

      （□一級 □二級 □木造）建築士 登録番号 第     号 

            建築士事務所名：                

            （     ）知事登録 第         号 

 

      工事監理者  氏 名            ㊞   

  



 様式第 14号中「第 20条関係」を「第 20条・第 20条の２関係」に、  

「請求者      「請求者※  

住  所       住  所               

氏  名       氏  名            

電  話        電  話  

※  委任を受けた設計監理者が請求するときは、勤務先の所
在地、氏名及び電話番号を、委任を受けた施工事業者が請
求するときは、所在地、事業者名、代表者氏名及び電話番
号を記入  

」を                       」に、  

「添付書類  我孫子市木造住宅耐震改修工事助成金確定通知書の写し  」を  

「添付書類  

  １  我孫子市木造住宅耐震改修工事助成金確定通知書の写し  

  ２  改修助成金の請求及び受領を設計監理者又は施工事業者に委任  

する場合は委任状                      」に

改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この告示は、令和７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この告示の施行の際、この告示による改正前の我孫子市木造住宅耐震改

修等助成金交付等実施要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に

残存するものは、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することがで

きる。  


